
　情報科ご担当先生
令和元年 12 月

数研出版株式会社

令和元年度用高等学校教科書「改訂版 高等学校 情報の科学／情科 309」　訂正のお願い

　常日頃は弊社書籍をお使いいただき，厚く御礼申し上げます。
　さて，現在ご指導いただいております標記教科書におきまして，下記の訂正を行いました。誠に恐れ入り
ますが，この訂正に関しまして，生徒の皆様にご周知いただきますようお願い申し上げます。
　なお，この訂正内容は，令和 2年度供給の教科書では修正済みでございます。
　教科用図書検定規則に基づき訂正をお知らせするとともに，ご迷惑をおかけいたしますこと，書面をもち
まして，深くお詫び申し上げます。
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65 図 17

記述の更新等に関するお知らせ

　下記の 4点につきまして，文部科学省に記述の更新・変更の申請を行い承認されましたので，令和 2年度供
給の教科書より，記述を更新・変更いたします。
　①著作権法が改定されたことを受けまして，記述を更新しました。
　②日本工業規格の名称が日本産業規格に変更されたことを受けまして，記述を更新しました。
　③オンラインマーク制度が廃止されたことを受けまして，「信頼性を示すマークの例」を別のマークに変更
しました。

　④スーパーコンピュータ「京」の運用が停止されたことを受けまして，記述を変更しました。
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ディジタル信号
（e） （f）

ディジタル信号に変換された各パケット
は，いろいろなルータを経由して目的
のコンピュータに送り届けられる。

受信側

（d） （g）
ネットワーク
インタ
フェース層

（b） （i）
トランス
ポート層

プロトコル
：TCP

プロトコル
：IP

A

A-1 A-2 A-3

TCP に従って , データがパケットに分割され，パ
ケットに順序番号を振る。

TCP に従って，順序番号の順に並べ，もとのデー
タに復元する。

A-1 A-2 A-3 A

（a） （j）アプリケー
ション層

A

送信データ
A

復元された送信データ

アプリケーションに対応したプロトコル（HTTP, 
SMTP など）に従って，送信するためのデータを
つくる。

復元されたデータに対応するアプリケーションで
表示する。

（c） （h）
インター
ネット層

A-1 A-2 A-3

I Pアドレス

A-1 A-2 A-3

I Pアドレス

IP に従って，各パケットから，IP アドレスをとり
はずす。

IP に従って，各パケットにコンピュータの住所に
あたる情報（IP アドレス，▶p.68）を追加する。

インターネット

送信側

届いたディジタル信号をふたたびパケットに変換
する。

各パケットをディジタル信号に変換して，イン
ターネットに送りだす。

f パケット通信とプロトコル
　すでに学んだように，インターネットでデータを送信するとき
は，プロトコルの各階層でさまざまなヘッダを追加したのち，イ
ンターネットに送信する。受信側では逆の操作が行われ，受信側
のアプリケーション層でデータを受けとることができる。
　インターネットは，パケット交換方式であるため，データはプ
ロトコルのトランスポート層でパケットに分割されたのち，イン
ターネットに送信されている。

▶ p.59表 1

▶ p.60図 7

❶

▶図 17

❶パケット交換方式による通信
をパケット通信（パケットつうしん）
という。

◆図 17　インターネットのパケット通信のしくみ
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ディジタル信号
（e） （f）

ディジタル信号に変換された各パケット
は，いろいろなルータを経由して目的
のコンピュータに送り届けられる。

受信側

（d） （g）
ネットワーク
インタ

フェース層

（b） （i）
トランス
ポート層

プロトコル
：TCP

プロトコル
：IP

A

A-1 A-2 A-3

TCP に従って , データがパケットに分割され，パ
ケットに順序番号を振る。

TCP に従って，順序番号の順に並べ，もとのデー
タに復元する。

A-1 A-2 A-3 A

（a） （j）アプリケー
ション層

A

送信データ
A

復元された送信データ

アプリケーションに対応したプロトコル（HTTP, 
SMTP など）に従って，送信するためのデータを
つくる。

復元されたデータに対応するアプリケーションで
表示する。

（c） （h）
インター
ネット層

A-1 A-2 A-3

I Pアドレス

A-1 A-2 A-3

I Pアドレス

IP に従って，各パケットから，IP アドレスをとり
はずす。

IP に従って，各パケットにコンピュータの住所に
あたる情報（IP アドレス，▶p.68）を追加する。

インターネット

送信側

届いたディジタル信号をふたたびパケットに変換
する。

各パケットをディジタル信号に変換して，イン
ターネットに送りだす。

f パケット通信とプロトコル
　すでに学んだように，インターネットでデータを送信するとき
は，プロトコルの各階層でさまざまなヘッダを追加したのち，イ
ンターネットに送信する。受信側では逆の操作が行われ，受信側
のアプリケーション層でデータを受けとることができる。
　インターネットは，パケット交換方式であるため，データはプ
ロトコルのトランスポート層でパケットに分割されたのち，イン
ターネットに送信されている。

▶ p.59表 1

▶ p.60図 7

❶

▶図 17

❶パケット交換方式による通信
をパケット通信（パケットつうしん）
という。

◆図 17　インターネットのパケット通信のしくみ
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e ディジタル情報の量の単位
　ディジタル情報の量は，「何ビットまたは何バイトで表現され
るか」で数える。大きな量は，「10 の何乗か」を表す次のような接
頭語を単位の前につける。
　（例）　103 B ＝ 1 000B ＝ 1 k

キロ
B

バイト
（接頭語：k，単位：B）

　　　　106 B ＝ 1 000 000B ＝ 1M
メガ

B
バイト
（接頭語：M，単位：B）

　　　　109 B ＝ 1 000 000 000B ＝ 1G
ギガ

B
バイト
（接頭語：G，単位：B）

　また，情報の分野では，210 ＝ 1024 をキロとよぶことがある。
このよび方では，接頭語はメガが 220，ギガが 230 といったように，
すべて 2 の何乗かを表すのに用いられる。

接頭語 10の何乗か（SI） 2の何乗か
k（キロ） 103　＝ 1 000 210 ＝ 1 024

M（メガ） 106　＝ 1 000 000 220 ＝ 1 048 576

G（ギガ） 109　＝ 1 000 000 000 230 ＝ 1 073 741 824

T（テラ） 1012 ＝ 1 000 000 000 000 240 ＝ 1 099 511 627 776

P（ペタ） 1015 ＝ 1 000 000 000 000 000 250 ＝ 1 125 899 906 842 624

◆表 2　単位につける接頭語

❶

❷

❶ 210 が 1000 に近いことか
ら慣習的に使われているよび方
で，SI の「k」と区別するために，
210 の場合は，大文字の「K」で
表す。また，KB を「ケーバイト」
と読むことがある。

CD-ROM 1 枚に 700MB のデータが記録できるとすると，64GB の
データが記録できる USB メモリには，CD-ROM 約何枚分のデータが
記録できることになるか。（1GB ＝ 1000MB とする）

64GB ＝ 64 × 103 MB ＝ 64000MB
64000 ÷ 700 ≒ 91.4 となるので，約 91 枚分 答

答

 例題

　たとえば，2 進数 101100111100（2）（10 進数では 2876）は，桁が
多く扱いにくい。そこで，1011 0011 1100（2）のように右から 4 桁ず
つ 3 つの桁に区切り，各桁を 10 進数に変換すると，1011（2）＝ 11　
0011（2）＝ 3　1100（2）＝ 12 となる。
　この場合，各桁は 160（＝ 1），161，162，…となり，16（＝ 24）を基
本とした数になる。このような数の表し方を 16 進

しん
法
ほう

といい，16 進法
で表した数を 16 進

しん
数
すう

という。
　16 進法では，10 〜 15 は数字が 2 桁になり，各桁を並べて書いた
ときわかりにくい。そのため，10 〜 15 はアルファベットの A（16）〜 F（16）

で表す。したがって，上の 2 進数は，16 進数では B3C（16）のように表
される。このように，桁数の多い 2 進数は，10 進数に変換するよりも，
16 進数に変換するほうが桁数が少なくなり，桁の対応もわかりやすい。

  16 進法        コ ラム
10進数 2進数 16進数

0 0000（2） 0（16）

1 0001（2） 1（16）

2 0010（2） 2（16）

3 0011（2） 3（16）

4 0100（2） 4（16）

5 0101（2） 5（16）

6 0110（2） 6（16）

7 0111（2） 7（16）

8 1000（2） 8（16）

9 1001（2） 9（16）

10 1010（2） A（16）

11 1011（2） B（16）

12 1100（2） C（16）

13 1101（2） D（16）

14 1110（2） E（16）

15 1111（2） F（16）

16 10000（2） 10（16）

⬅　2進数
⬅ 16進数

10 の何乗かを表す接頭語
は国際単位系（SI，エスアイ）
で定められており，日本工
業規格（JIS，ジス）や日本の
計量法でも採用されている。

SI 接頭語
Note

この教科書もページ番号の下や裏
表紙に 2 進数と 16 進数で表した
数をそれぞれ載せている。

❷ SI と区別するために，国際
電気標準会議によって，「2 の
何乗か」を表す接頭語として以
下の記号などが定められている。
　210：Ki（キビ）
　220：Mi（メビ）
　230：Gi（ギビ）
したがって，1KB（ケーバイト）は，
正式には 1KiB と書き，
　1kB ＝ 1000B
　1KB ＝ 1KiB ＝ 1024B
である。
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e ディジタル情報の量の単位
　ディジタル情報の量は，「何ビットまたは何バイトで表現され
るか」で数える。大きな量は，「10の何乗か」を表す次のような接
頭語を単位の前につける。
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B
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（接頭語：k，単位：B）

　　　　106B ＝ 1 000 000B ＝ 1M
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B
バイト
（接頭語：M，単位：B）

　　　　109B ＝ 1 000 000 000B ＝ 1G
ギガ
B
バイト
（接頭語：G，単位：B）

　また，情報の分野では，210 ＝ 1024 をキロとよぶことがある。
このよび方では，接頭語はメガが 220，ギガが 230 といったように，
すべて 2の何乗かを表すのに用いられる。

接頭語 10の何乗か（SI） 2の何乗か
k（キロ） 103　＝ 1 000 210 ＝ 1 024

M（メガ） 106　＝ 1 000 000 220 ＝ 1 048 576

G（ギガ） 109　＝ 1 000 000 000 230 ＝ 1 073 741 824

T（テラ） 1012 ＝ 1 000 000 000 000 240 ＝ 1 099 511 627 776

P（ペタ） 1015 ＝ 1 000 000 000 000 000 250 ＝ 1 125 899 906 842 624

◆表 2　単位につける接頭語

❶

❷

❶ 210 が 1000 に近いことか
ら慣習的に使われているよび方
で，SI の「k」と区別するために，
210 の場合は，大文字の「K」で
表す。また，KBを「ケーバイト」
と読むことがある。

CD-ROM 1 枚に 700MBのデータが記録できるとすると，64GB の
データが記録できるUSB メモリには，CD-ROM約何枚分のデータが
記録できることになるか。（1GB＝ 1000MBとする）

64GB＝ 64× 103MB＝ 64000MB
64000 ÷ 700≒ 91.4 となるので，約 91枚分 答

答

 例題

　たとえば，2進数 101100111100（2）（10 進数では 2876）は，桁が
多く扱いにくい。そこで，1011 0011 1100（2）のように右から 4桁ず
つ 3つの桁に区切り，各桁を 10進数に変換すると，1011（2）＝ 11　
0011（2）＝ 3　1100（2）＝ 12となる。
　この場合，各桁は 160（＝ 1），161，162，…となり，16（＝ 24）を基
本とした数になる。このような数の表し方を 16 進

しん
法
ほう
といい，16進法

で表した数を 16 進
しん
数
すう
という。

　16進法では，10～ 15 は数字が 2桁になり，各桁を並べて書いた
ときわかりにくい。そのため，10～15はアルファベットのA（16）～F（16）
で表す。したがって，上の 2進数は，16進数では B3C（16）のように表
される。このように，桁数の多い 2進数は，10進数に変換するよりも，
16進数に変換するほうが桁数が少なくなり，桁の対応もわかりやすい。
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⬅　2進数
⬅ 16進数

10 の何乗かを表す接頭語
は国際単位系（SI，エスアイ）
で定められており，日本産
業規格（JIS，ジス）や日本の
計量法でも採用されている。

SI 接頭語
Note

この教科書もページ番号の下や裏
表紙に 2進数と 16進数で表した
数をそれぞれ載せている。

❷ SI と区別するために，国際
電気標準会議によって，「2の
何乗か」を表す接頭語として以
下の記号などが定められている。
　210：Ki（キビ）
　220：Mi（メビ）
　230：Gi（ギビ）
したがって，1KB（ケーバイト）は，
正式には 1KiB と書き，
　1kB＝ 1000B
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である。
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a 文字コード
　コンピュータで文字を表すには，文字ごとに数値をわりあて，
その数値で文字を区別するという方法が用いられている。このよ
うに文字にわりあてられる数値を文

も
字
じ
コードという。

　電子メール，ウェブページ，ワープロなどで情報をやりとりす
るとき，どの文字にどの数値をわりあてるかがばらばらだと文章
が読めなくなってしまう。そのため，いくつかの標準的な文字コー
ドの体系が決められ，利用されている。
　表 4 に，標準的な文字コードの一例として，日

に
本
ほん
工
こう
業
ぎょう
規
き
格
かく
（J

ジ　ス
IS）

で定められた J
ジ ス
IS X

エックス
0201 という日本語文字コードを示す。この

文字コードの左半分（先頭のビットが 0 のコードの部分）は，
A
ア ス キ ー
SCII コード（ASCII）とよばれる文字コードで，古くから英字や

数字を表すのに用いられてきた。表 4 の右半分は，日本語のカ
タカナなどを表すのに用いられている。

▶ p.136 ▶ p.70

Japanese Industrial Standards

American Standard Code for Information Interchange

❶

文字のディジタル表現

	 文字コード
（1）　�表 4 をもとにして，love という文字列を JIS�X0201 文字コードで表してみよう。
（2）　�自分の名前をカタカナで表す場合はどうなるか。（1）と同様に，JIS�X0201 文字コードで表して

みよう。

Exercise

上位
の桁下位

の桁
0000

0
0010

2
0011

3
0100

4
0101

5
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6
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7
1000

8
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D
1110

E
1111

F

ム
メ
モ

ユ
ヤ
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カ
キ
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ケ
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シ
ス
セ
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チ
ツ
テ
ト
ナ
ニ
ヌ
ネ
ノ
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
マ

0001
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
¥
]

^
＿

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
｜
}

‾
DEL

!
“
#
$
%
&
‘
(
)

*
+
,
－
.
/

0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 5
0110 6
0111 7
1000 8
1001 9
1010 A
1011 B
1100 C
1101 D
1110 E
1111 F

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
制
御
す
る
た
め
に

使
わ
れ
る
記
号（
省
略
）

。
「

」

・
ヲ
ア
イ
ウ
エ
オ
ヤ
ユ
ヨ
ツ

、

ミ̶ タ0 @ P ` pSP 未定義

未
定
義

未
定
義

未
定
義

未
定
義

たとえば，「CAT」という文字列を 2 進数の文字コードで表すときには，01000011（2），01000001（2），01010100（2）の，3 つの
文字コードを並べて表す。16 進数の場合は，43（16），41（16），54（16）の 3 つの文字コードを並べて表す。

◆表 4　JIS X0201 文字コード SP…スペース　DEL…文字消去

❶ ASCII コードは，現在，国
際標準化機構（ISO（アイエスオー），
International Organization for
Standardization）が ISO 646 と
して規定している。

C

5

10

15

32 第 1編　コンピュータとディジタル情報
100000
20

a 文字コード
　コンピュータで文字を表すには，文字ごとに数値をわりあて，
その数値で文字を区別するという方法が用いられている。このよ
うに文字にわりあてられる数値を文

も
字
じ
コードという。

　電子メール，ウェブページ，ワープロなどで情報をやりとりす
るとき，どの文字にどの数値をわりあてるかがばらばらだと文章
が読めなくなってしまう。そのため，いくつかの標準的な文字コー
ドの体系が決められ，利用されている。
　表 4に，標準的な文字コードの一例として，日

に
本
ほん
産
さん
業
ぎょう
規
き
格
かく
（J

ジ　ス
IS）

で定められた J
ジ ス
IS X

エックス
0201 という日本語文字コードを示す。この

文字コードの左半分（先頭のビットが 0 のコードの部分）は，
A
ア ス キ ー
SCII コード（ASCII）とよばれる文字コードで，古くから英字や

数字を表すのに用いられてきた。表 4の右半分は，日本語のカ
タカナなどを表すのに用いられている。

▶ p.136 ▶ p.70

Japanese Industrial Standards

American Standard Code for Information Interchange

❶

文字のディジタル表現

 文字コード
（1）　 表 4 をもとにして，love という文字列を JIS X0201 文字コードで表してみよう。
（2）　 自分の名前をカタカナで表す場合はどうなるか。（1）と同様に，JIS X0201 文字コードで表して

みよう。

Exercise

上位
の桁下位

の桁
0000

0
0010

2
0011

3
0100

4
0101

5
0110

6
0111

7
1000

8
1001

9
1010

A
1011

B
1100

C
1101

D
1110

E
1111

F

ム
メ
モ

ユ
ヤ

ヨ
ラ
リ

レ
ル

ロ
ワ

。

ン
゛

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ
ス
セ
ソ

チ
ツ
テ
ト
ナ
ニ
ヌ
ネ
ノ
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
マ

0001
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
¥
]
^
＿

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
｜
}

‾
DEL

!
“
#
$
%
&
‘
(
)

*
+
,
－
.
/

0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 5
0110 6
0111 7
1000 8
1001 9
1010 A
1011 B
1100 C
1101 D
1110 E
1111 F

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
制
御
す
る
た
め
に

使
わ
れ
る
記
号（
省
略
）

。
「
」

・
ヲ
ア
イ
ウ
エ
オ
ヤ
ユ
ヨ
ツ

、

ミ̶ タ0 @ P ` pSP 未定義

未
定
義

未
定
義

未
定
義

未
定
義

たとえば，「CAT」という文字列を 2進数の文字コードで表すときには，01000011（2），01000001（2），01010100（2）の，3つの
文字コードを並べて表す。16進数の場合は，43（16），41（16），54（16）の 3つの文字コードを並べて表す。

◆表 4　JIS X0201 文字コード SP…スペース　DEL…文字消去

❶ ASCII コードは，現在，国
際標準化機構（ISO（アイエスオー），
International Organization for
Standardization）が ISO 646 と
して規定している。
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（裏面に続きます）



頁 行 原　文 訂正文

97 コラム

123 側注
③

135 図 13

156 7

156 側注
①

163

181 3
（左段）

181 表
（左段）

181 表
（右段）

182 46
（左段）

184 23
（右段）

189
5

（中央
段）

e 知的財産権の保護期間
　知的財産権を保護することは，権利者のために重要であるが，
保護期間が長すぎると，新たな創作活動や産業技術の発展が阻

そ
害
がい

される可能性がある。そこで，知的財産権にはその保護期間が決
められており，保護期間をすぎれば，だれでも自由に利用できる
ようになる。
　日本では，著作権は著作者の死後 50 年，特許権は出願から
20年（一部 25年に延長）までの間，権利が保護されている。

f 著作権の分類
　著作者がもつ権利としての著作権には，著

ちょ
作
さく
権
けん
（財産権）と著

ちょ
作
さく

者
しゃ
人
じん
格
かく
権
けん
とがある。著作権（財産権）は，著作者の金銭的な利益を

守るための権利であり，著作者人格権は，著作者が著作物をどの
ようにするかという意思や著作者の名誉を守るための権利である。
著作権法では，著作者人格権として公表権，氏名表示権，同

どう
一
いつ
性
せい

保
ほ
持
じ
権
けん
という 3つの権利を定めている。

　このほか，歌手や放送事業者など，著作物の伝達者がもつ権利
を著

ちょ
作
さく
隣
りん
接
せつ
権
けん
といい，これを含めて著作権という場合もある。

❶

❷

▶表 2

❸

❶共同著作物の場合は最後に死
亡した著作者の死後 50年，法
人の場合は公表後 50年，映画
の場合は特別に公表後 70年な
ど，著作権法で細かく定められ
ている。

❸単に「著作権」という場合，ど
の範囲までを示しているのかわ
かりにくいことがある。

著作権

著作権
（著作者が
もつ権利）

著作権
（財産権）

複製権 著作物を印刷，撮影，複写，録音，録画その他の方法により複製
する権利。

上映権，上演権，演奏権 著作物を公衆に上映，上演，演奏する権利。

公衆送信権など 著作物を公衆送信したり（テレビ，ラジオの放送やインターネット
による送信など），公衆送信された著作物を伝達したりする権利。

口述権 言語の著作物を公衆に口頭で伝達する権利。

展示権 美術の著作物または未発行の写真の著作物を，原作品により公衆
に展示する権利。

頒布権 映画の著作物の複製物を公衆に頒布（有償，無償を問わず譲渡また
は貸与）する権利。

譲渡権
著作物（映画の著作物以外）を，その原作品または複製物の譲渡に
より公衆に提供する権利。いったん適法に譲渡された著作物のそ
の後の譲渡には，譲渡権は及ばない。

貸与権 著作物（映画の著作物以外）の複製物を公衆に貸与する権利。

翻訳権，翻案権など 著作物を翻訳，編曲，変形，脚色，映画化，翻案して二次的著作
物をつくる権利。二次的著作物の利用についての権利。

著作者
人格権

公表権 著作物を公表するかしないか，公表するとすればどのように公表
するかを決める権利。

氏名表示権 著作物に氏名を表示するかしないか，表示する場合に本名を表示
するかペンネームを表示するかなどを決める権利。

同一性保持権
著作物の改変，変更，切除などを認めない権利。たとえば，著作
権者に無断で，かえ歌を発表するなどの行為は，同一性保持権違
反となる。

著作隣接権
（伝達者がもつ権利）

著作隣接権（財産権），実演家人格権など，著作物の伝達者（歌手や
俳優などの実演家，レコード製作者，放送事業者など）がもつ権利。

◆表 2　著作権の例

❷著作権（財産権）は譲渡可能で
あり，著作権をもつ人（著作権
者）と著作者が別になることも
ある。一方，著作者人格権は譲
渡することができない。
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するかを決める権利。
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著作物の改変，変更，切除などを認めない権利。たとえば，著作
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❷著作権（財産権）は譲渡可能で
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者）と著作者が別になることも
ある。一方，著作者人格権は譲
渡することができない。
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◆ 著作者の権利の発生および保護期間
　著作権の保護期間は，原則として著作者の生存期間およ
びその死後 50 年間である。しかし，以下のような例外が
ある。

種類 保護期間
無名・変名
（周知の変名は
除く）の著作物

公表後 50 年（死後 50 年経過が明らか
であれば，その時点まで）

映画の著作物 公表後 70 年（創作後 70 年以内に公表
されなかったときは，創作後 70 年）

著作隣接権 実演，レコードへの固定，放送または
有線放送が行われたときから 50 年

録音権・録画権
（91条） 自分の実演を録音・録画する権利

放送権・有線放
送権（92条） 自分の実演を放送・有線放送する権利

送信可能化権
（92条の2）

自分の実演を端末からのアクセスに応
じ自動的に公衆に送信しうる状態にお
く権利

譲渡権
（95条の2）

自分の実演の録音物または録画物を公
衆に譲渡する権利（いったん適法に譲渡
された実演の録音物または録画物のそ
の後の譲渡には，譲渡権が及ばない）

貸与権
（95条の3）

商業用レコード（市販用 CD）を貸与する
権利（最初の販売後 1 年のみ）

放送二次使用料
を受ける権利
（95条）

商業用レコードが放送・有線放送で使
用された場合の使用料を放送事業者・
有線放送事業者から受ける権利

貸レコードにつ
いて報酬を受け
る権利
（95条の3）

貸レコード業者から報酬を受ける権利
（貸与権消滅後 49 年間）

◆ 実演家の著作隣接権の具体例

複製権（96条） レコードを複製する権利

送信可能化権
（96条の2）

レコードを端末からのアクセスに応じ
自動的に公衆に送信しうる状態におく
権利

譲渡権
（97条の2）

レコードの複製物を公衆に譲渡する権
利（いったん適法に譲渡されたレコード
の複製物のその後の譲渡には，譲渡権
が及ばない）

◆ レコード製作者の著作隣接権

貸与権，放送二次使用料を受ける権利，貸レコードについ
て報酬を受ける権利は，実演家の権利と同じ。

◆ 著作物が自由に使える場合
　次のような場合には，著作権が制限され，著作物を許諾
なしに利用することができる。しかしどの場合も，著作権
者の利益を不当に侵害しないよう注意する必要がある。

私的使用のため
の複製
（第30条）

家庭など限られた範囲内で使用する場
合には，著作物を複製することができ
る。なお，ディジタル方式の録音・録
画機器等を用いて著作物を複製する場
合には，著作権者に対し補償金の支払
いが必要となる。

図書館等におけ
る複製等
（第31条）

政令（施行令 1 条の 3）で認められた図
書館に限り，一定の条件のもとに，利
用者に提供するための複製，保存のた
めの複製等を行うことができる。

引用（第32条）

公正な慣行に合致すること，引用の目
的上，正当な範囲内で行われることを
条件とし，自分の著作物に他人の著作
物を引用して利用することができる。❹

学校教育番組の
放送等
（第34条）

学校教育の目的上必要と認められる限
度で学校教育番組において著作物を放
送することができる。また，学校教育
番組用の教材に著作物を掲載すること
ができる。ただし，いずれの場合にも
著作者への通知と著作権者への補償金
の支払いが必要となる。

試験問題として
の複製等
（第36条）

入学試験や採用試験などの問題として
著作物を複製できる。ただし，営利目
的の模擬試験などのための複製の場合
には，著作権者への補償金の支払いが
必要となる。

視覚障害者等の
ための複製等
（第37条）

点字によって複製することができる。
また，点字図書館や盲学校の図書室な
ど一定の施設では，もっぱら視覚障害
者向けに文字を音声化するなどの複製
ができる。

営利を目的とし
ない上演等
（第38条）

① 営利を目的とせず，観客から料金を
とらない場合は，公表された著作物を
上演・演奏・上映・口述することがで
きる。ただし，出演者などに報酬を支
払う場合は許諾が必要となる。
②営利を目的とせず，貸与を受けるも
のから料金をとらない場合は，CD など
公表された著作物の複製物を貸与する
ことができる。ただし，ビデオなど映
画の著作物の貸与については，政令（施
行令 2 条の 3）で定められた視聴覚ライ
ブラリー等に限られ，さらに，著作権
者に補償金の支払いが必要となる。

プログラムの著作
物の複製物の所有
者による複製等
（第47条の3）

プログラムの所有者は，みずから電子
計算機で利用するために必要と認めら
れる限度でプログラムを複製，翻案す
ることができる。

◆ 著作隣接権 ❸
　著作隣接権とは，著作物の公衆への伝達に重要な役割を
はたしている者（実演家，レコード製作者，放送事業者およ
び有線放送事業者）にあたえられる権利である。
　著作隣接権は，実演，レコードへの固定，放送または有
線放送を行った時点で発生する（無方式主義）。

❹ 引用における注意事項
（1）　他人の著作物を引用する必然性があること。
（2）　 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であ

ること（自分の著作物が主体）。
（3）　 かぎかっこをつけるなど，自分の著作物と引用部分とが

区別されていること。
（4）　出所の明示がなされていること。（第 48 条）
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有線放送が行われたときから 50 年

録音権・録画権
（91条） 自分の実演を録音・録画する権利

放送権・有線放
送権（92条） 自分の実演を放送・有線放送する権利

送信可能化権
（92条の2）

自分の実演を端末からのアクセスに応
じ自動的に公衆に送信しうる状態にお
く権利

譲渡権
（95条の2）

自分の実演の録音物または録画物を公
衆に譲渡する権利（いったん適法に譲渡
された実演の録音物または録画物のそ
の後の譲渡には，譲渡権が及ばない）

貸与権
（95条の3）

商業用レコード（市販用 CD）を貸与する
権利（最初の販売後 1 年のみ）

放送二次使用料
を受ける権利
（95条）

商業用レコードが放送・有線放送で使
用された場合の使用料を放送事業者・
有線放送事業者から受ける権利

貸レコードにつ
いて報酬を受け
る権利
（95条の3）

貸レコード業者から報酬を受ける権利
（貸与権消滅後 49 年間）

◆ 実演家の著作隣接権の具体例

複製権（96条） レコードを複製する権利

送信可能化権
（96条の2）

レコードを端末からのアクセスに応じ
自動的に公衆に送信しうる状態におく
権利

譲渡権
（97条の2）

レコードの複製物を公衆に譲渡する権
利（いったん適法に譲渡されたレコード
の複製物のその後の譲渡には，譲渡権
が及ばない）

◆ レコード製作者の著作隣接権

貸与権，放送二次使用料を受ける権利，貸レコードについ
て報酬を受ける権利は，実演家の権利と同じ。

◆ 著作物が自由に使える場合
　次のような場合には，著作権が制限され，著作物を許諾
なしに利用することができる。しかしどの場合も，著作権
者の利益を不当に侵害しないよう注意する必要がある。

私的使用のため
の複製
（第30条）

家庭など限られた範囲内で使用する場
合には，著作物を複製することができ
る。なお，ディジタル方式の録音・録
画機器等を用いて著作物を複製する場
合には，著作権者に対し補償金の支払
いが必要となる。

図書館等におけ
る複製等
（第31条）

政令（施行令 1 条の 3）で認められた図
書館に限り，一定の条件のもとに，利
用者に提供するための複製，保存のた
めの複製等を行うことができる。

引用（第32条）

公正な慣行に合致すること，引用の目
的上，正当な範囲内で行われることを
条件とし，自分の著作物に他人の著作
物を引用して利用することができる。❹

学校教育番組の
放送等
（第34条）

学校教育の目的上必要と認められる限
度で学校教育番組において著作物を放
送することができる。また，学校教育
番組用の教材に著作物を掲載すること
ができる。ただし，いずれの場合にも
著作者への通知と著作権者への補償金
の支払いが必要となる。

試験問題として
の複製等
（第36条）

入学試験や採用試験などの問題として
著作物を複製できる。ただし，営利目
的の模擬試験などのための複製の場合
には，著作権者への補償金の支払いが
必要となる。

視覚障害者等の
ための複製等
（第37条）

点字によって複製することができる。
また，点字図書館や盲学校の図書室な
ど一定の施設では，もっぱら視覚障害
者向けに文字を音声化するなどの複製
ができる。

営利を目的とし
ない上演等
（第38条）

① 営利を目的とせず，観客から料金を
とらない場合は，公表された著作物を
上演・演奏・上映・口述することがで
きる。ただし，出演者などに報酬を支
払う場合は許諾が必要となる。
②営利を目的とせず，貸与を受けるも
のから料金をとらない場合は，CD など
公表された著作物の複製物を貸与する
ことができる。ただし，ビデオなど映
画の著作物の貸与については，政令（施
行令 2 条の 3）で定められた視聴覚ライ
ブラリー等に限られ，さらに，著作権
者に補償金の支払いが必要となる。

プログラムの著作
物の複製物の所有
者による複製等
（第47条の3）

プログラムの所有者は，みずから電子
計算機で利用するために必要と認めら
れる限度でプログラムを複製，翻案す
ることができる。

◆ 著作隣接権 ❸
　著作隣接権とは，著作物の公衆への伝達に重要な役割を
はたしている者（実演家，レコード製作者，放送事業者およ
び有線放送事業者）にあたえられる権利である。
　著作隣接権は，実演，レコードへの固定，放送または有
線放送を行った時点で発生する（無方式主義）。

❹ 引用における注意事項
（1）　他人の著作物を引用する必然性があること。
（2）　 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であ

ること（自分の著作物が主体）。
（3）　 かぎかっこをつけるなど，自分の著作物と引用部分とが

区別されていること。
（4）　出所の明示がなされていること。（第 48 条）
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※読みやすくするため，一部省略した部分がある。詳細な条文は
インターネットなどで確認するとよい。

　　情報社会に関連する法律

● 著作権法
第一条（目的）　この法律は，著作物並びに実演，レコー

ド，放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに
隣接する権利を定め，これらの文化的所産の公正な利
用に留意しつつ，著作者等の権利の保護を図り，もつ
て文化の発展に寄与することを目的とする。

第二条（定義）　この法律において，次の各号に掲げる用
語の意義は，当該各号に定めるところによる。 
一　著作物　思想又は感情を創作的に表現したもので

あつて，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属する
ものをいう。

二　著作者　著作物を創作する者をいう。
第十条（例示）　この法律にいう著作物を例示すると，お

おむね次のとおりである。
一　小説，脚本，論文，講演その他の言語の著作物
二　音楽の著作物
三　舞踊又は無言劇の著作物
四　絵画，版画，彫刻その他の美術の著作物
五　建築の著作物
六　 地図又は学術的な性質を有する図面，図表，模型

その他の図形の著作物
七　映画の著作物
八　写真の著作物
九　プログラムの著作物

第三十条（私的複製）　著作権の目的となつている著作物
（以下この款において単に「著作物」という。）は，個人
的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内に
おいて使用すること（以下「私的使用」という。）を目的
とするときは，次に掲げる場合を除き，その使用する
者が複製することができる。
三　（違法ダウンロードの禁止）　著作権を侵害する自

動公衆送信（国外で行われる自動公衆送信であつて，
国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべ
きものを含む。）を受信して行うデジタル方式の録音
又は録画を，その事実を知りながら行う場合

第三十二条（引用）　公表された著作物は，引用して利用
することができる。この場合において，その引用は，
公正な慣行に合致するものであり，かつ，報道，批評，
研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる
ものでなければならない。

第五十一条（保護期間）　著作権の存続期間は，著作物の
創作の時に始まる。

２　著作権は，この節に別段の定めがある場合を除き，
著作者の死後（共同著作物にあつては，最終に死亡し
た著作者の死後。）五十年を経過するまでの間，存続す
る。

第五十四条（映画の保護期間）　映画の著作物の著作権は，
その著作物の公表後七十年（その著作物がその創作後

七十年以内に公表されなかつたときは，その創作後
七十年）を経過するまでの間，存続する。

第百十九条（著作権侵害の罰則）　著作権，出版権又は著
作隣接権を侵害した者は，十年以下の懲役若しくは
千万円以下の罰金に処し，又はこれを併科する。

第百十九条 3（違法ダウンロードの刑罰化）　第三十条第
一項に定める私的使用の目的をもつて，有償著作物等

（録音され，又は録画された著作物又は実演等であつ
て，有償で公衆に提供され，又は提示されているもの
をいう。）の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆
送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を，
自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接
権を侵害した者は，二年以下の懲役若しくは二百万円
以下の罰金に処し，又はこれを併科する。

● 不正アクセス禁止法
第一条（目的）　この法律は，不正アクセス行為を禁止す

るとともに，これについての罰則及びその再発防止の
ための都道府県公安委員会による援助措置等を定める
ことにより，電気通信回線を通じて行われる電子計算
機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現
される電気通信に関する秩序の維持を図り，もって高
度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的と
する。 

● プロバイダ責任制限法
第一条（趣旨）　この法律は，特定電気通信による情報の

流通によって権利の侵害があった場合について，特定
電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者
情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

第四条（開示請求等）　特定電気通信による情報の流通に
よって自己の権利を侵害されたとする者は，次の各号
のいずれにも該当するときに限り，当該特定電気通信
の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通
信役務提供者に対し，当該開示関係役務提供者が保有
する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求す
ることができる。 
一　侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者

の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 
二　当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害

賠償請求権の行使のために必要である場合その他発
信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

● 個人情報保護法
第一条（目的）　この法律は，高度情報通信社会の進展に

伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかん
がみ，個人情報の適正な取扱いに関し，基本理念及び
政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に
関する施策の基本となる事項を定め，国及び地方公共
団体の責務等を明らかにするとともに，個人情報を取
り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより，

巻末資料182
10110110
B6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

e 知的財産権の保護期間
　知的財産権を保護することは，権利者のために重要であるが，
保護期間が長すぎると，新たな創作活動や産業技術の発展が阻

そ
害
がい

される可能性がある。そこで，知的財産権にはその保護期間が決
められており，保護期間をすぎれば，だれでも自由に利用できる
ようになる。
　日本では，著作権は著作者の死後 70 年，特許権は出願から
20年（一部 25年に延長）までの間，権利が保護されている。

f 著作権の分類
　著作者がもつ権利としての著作権には，著

ちょ
作
さく
権
けん
（財産権）と著

ちょ
作
さく

者
しゃ
人
じん
格
かく
権
けん
とがある。著作権（財産権）は，著作者の金銭的な利益を

守るための権利であり，著作者人格権は，著作者が著作物をどの
ようにするかという意思や著作者の名誉を守るための権利である。
著作権法では，著作者人格権として公表権，氏名表示権，同

どう
一
いつ
性
せい

保
ほ
持
じ
権
けん
という 3つの権利を定めている。

　このほか，歌手や放送事業者など，著作物の伝達者がもつ権利
を著

ちょ
作
さく
隣
りん
接
せつ
権
けん
といい，これを含めて著作権という場合もある。

❶

❷

▶表 2

❸

❶共同著作物の場合は最後に死
亡した著作者の死後 70年，法
人の場合は公表後 70年，映画
の場合は公表後 70年など，著
作権法で細かく定められている。

❸単に「著作権」という場合，ど
の範囲までを示しているのかわ
かりにくいことがある。

著作権

著作権
（著作者が
もつ権利）

著作権
（財産権）

複製権 著作物を印刷，撮影，複写，録音，録画その他の方法により複製
する権利。

上映権，上演権，演奏権 著作物を公衆に上映，上演，演奏する権利。

公衆送信権など 著作物を公衆送信したり（テレビ，ラジオの放送やインターネット
による送信など），公衆送信された著作物を伝達したりする権利。

口述権 言語の著作物を公衆に口頭で伝達する権利。

展示権 美術の著作物または未発行の写真の著作物を，原作品により公衆
に展示する権利。

頒布権 映画の著作物の複製物を公衆に頒布（有償，無償を問わず譲渡また
は貸与）する権利。

譲渡権
著作物（映画の著作物以外）を，その原作品または複製物の譲渡に
より公衆に提供する権利。いったん適法に譲渡された著作物のそ
の後の譲渡には，譲渡権は及ばない。

貸与権 著作物（映画の著作物以外）の複製物を公衆に貸与する権利。

翻訳権，翻案権など 著作物を翻訳，編曲，変形，脚色，映画化，翻案して二次的著作
物をつくる権利。二次的著作物の利用についての権利。

著作者
人格権

公表権 著作物を公表するかしないか，公表するとすればどのように公表
するかを決める権利。

氏名表示権 著作物に氏名を表示するかしないか，表示する場合に本名を表示
するかペンネームを表示するかなどを決める権利。

同一性保持権
著作物の改変，変更，切除などを認めない権利。たとえば，著作
権者に無断で，かえ歌を発表するなどの行為は，同一性保持権違
反となる。

著作隣接権
（伝達者がもつ権利）

著作隣接権（財産権），実演家人格権など，著作物の伝達者（歌手や
俳優などの実演家，レコード製作者，放送事業者など）がもつ権利。

◆表 2　著作権の例

❷著作権（財産権）は譲渡可能で
あり，著作権をもつ人（著作権
者）と著作者が別になることも
ある。一方，著作者人格権は譲
渡することができない。
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e 知的財産権の保護期間
　知的財産権を保護することは，権利者のために重要であるが，
保護期間が長すぎると，新たな創作活動や産業技術の発展が阻

そ
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される可能性がある。そこで，知的財産権にはその保護期間が決
められており，保護期間をすぎれば，だれでも自由に利用できる
ようになる。
　日本では，著作権は著作者の死後 70 年，特許権は出願から
20年（一部 25年に延長）までの間，権利が保護されている。

f 著作権の分類
　著作者がもつ権利としての著作権には，著
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（財産権）と著

ちょ
作
さく

者
しゃ
人
じん
格
かく
権
けん
とがある。著作権（財産権）は，著作者の金銭的な利益を

守るための権利であり，著作者人格権は，著作者が著作物をどの
ようにするかという意思や著作者の名誉を守るための権利である。
著作権法では，著作者人格権として公表権，氏名表示権，同
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　このほか，歌手や放送事業者など，著作物の伝達者がもつ権利
を著
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作
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隣
りん
接
せつ
権
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といい，これを含めて著作権という場合もある。

❶

❷

▶表 2

❸

❶共同著作物の場合は最後に死
亡した著作者の死後 70年，法
人の場合は公表後 70年，映画
の場合は公表後 70年など，著
作権法で細かく定められている。

❸単に「著作権」という場合，ど
の範囲までを示しているのかわ
かりにくいことがある。

著作権

著作権
（著作者が
もつ権利）

著作権
（財産権）

複製権 著作物を印刷，撮影，複写，録音，録画その他の方法により複製
する権利。

上映権，上演権，演奏権 著作物を公衆に上映，上演，演奏する権利。

公衆送信権など 著作物を公衆送信したり（テレビ，ラジオの放送やインターネット
による送信など），公衆送信された著作物を伝達したりする権利。

口述権 言語の著作物を公衆に口頭で伝達する権利。

展示権 美術の著作物または未発行の写真の著作物を，原作品により公衆
に展示する権利。

頒布権 映画の著作物の複製物を公衆に頒布（有償，無償を問わず譲渡また
は貸与）する権利。

譲渡権
著作物（映画の著作物以外）を，その原作品または複製物の譲渡に
より公衆に提供する権利。いったん適法に譲渡された著作物のそ
の後の譲渡には，譲渡権は及ばない。

貸与権 著作物（映画の著作物以外）の複製物を公衆に貸与する権利。

翻訳権，翻案権など 著作物を翻訳，編曲，変形，脚色，映画化，翻案して二次的著作
物をつくる権利。二次的著作物の利用についての権利。

著作者
人格権

公表権 著作物を公表するかしないか，公表するとすればどのように公表
するかを決める権利。

氏名表示権 著作物に氏名を表示するかしないか，表示する場合に本名を表示
するかペンネームを表示するかなどを決める権利。

同一性保持権
著作物の改変，変更，切除などを認めない権利。たとえば，著作
権者に無断で，かえ歌を発表するなどの行為は，同一性保持権違
反となる。

著作隣接権
（伝達者がもつ権利）

著作隣接権（財産権），実演家人格権など，著作物の伝達者（歌手や
俳優などの実演家，レコード製作者，放送事業者など）がもつ権利。

◆表 2　著作権の例

❷著作権（財産権）は譲渡可能で
あり，著作権をもつ人（著作権
者）と著作者が別になることも
ある。一方，著作者人格権は譲
渡することができない。
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◆ 著作者の権利の発生および保護期間
　著作権の保護期間は，原則として著作者の生存期間およ
びその死後 70 年間である。しかし，以下のような例外が
ある。

種類 保護期間
無名・変名
（周知の変名は
除く）の著作物

公表後 70 年（死後 70 年経過が明らか
であれば，その時点まで）

映画の著作物 公表後 70 年（創作後 70 年以内に公表
されなかったときは，創作後 70年）

著作隣接権
実演，レコードの発行が行われたとき
から 70年，放送または有線放送が行わ
れたときから 50年

録音権・録画権
（91条） 自分の実演を録音・録画する権利

放送権・有線放
送権（92条） 自分の実演を放送・有線放送する権利

送信可能化権
（92条の2）

自分の実演を端末からのアクセスに応
じ自動的に公衆に送信しうる状態にお
く権利

譲渡権
（95条の2）

自分の実演の録音物または録画物を公
衆に譲渡する権利（いったん適法に譲渡
された実演の録音物または録画物のそ
の後の譲渡には，譲渡権が及ばない）

貸与権
（95条の3）

商業用レコード（市販用CD）を貸与する
権利（最初の販売後 1年のみ）

放送二次使用料
を受ける権利
（95条）

商業用レコードが放送・有線放送で使
用された場合の使用料を放送事業者・
有線放送事業者から受ける権利

貸レコードにつ
いて報酬を受け
る権利
（95条の3）

貸レコード業者から報酬を受ける権利
（貸与権消滅後 49年間）

◆ 実演家の著作隣接権の具体例

複製権（96条） レコードを複製する権利

送信可能化権
（96条の2）

レコードを端末からのアクセスに応じ
自動的に公衆に送信しうる状態におく
権利

譲渡権
（97条の2）

レコードの複製物を公衆に譲渡する権
利（いったん適法に譲渡されたレコード
の複製物のその後の譲渡には，譲渡権
が及ばない）

◆ レコード製作者の著作隣接権

貸与権，放送二次使用料を受ける権利，貸レコードについ
て報酬を受ける権利は，実演家の権利と同じ。

◆ 著作物が自由に使える場合
　次のような場合には，著作権が制限され，著作物を許諾
なしに利用することができる。しかしどの場合も，著作権
者の利益を不当に侵害しないよう注意する必要がある。

私的使用のため
の複製
（第30条）

家庭など限られた範囲内で使用する場
合には，著作物を複製することができ
る。なお，ディジタル方式の録音・録
画機器等を用いて著作物を複製する場
合には，著作権者に対し補償金の支払
いが必要となる。

図書館等におけ
る複製等
（第31条）

政令（施行令 1条の 3）で認められた図
書館に限り，一定の条件のもとに，利
用者に提供するための複製，保存のた
めの複製等を行うことができる。

引用（第32条）

公正な慣行に合致すること，引用の目
的上，正当な範囲内で行われることを
条件とし，自分の著作物に他人の著作
物を引用して利用することができる。❹

学校教育番組の
放送等
（第34条）

学校教育の目的上必要と認められる限
度で学校教育番組において著作物を放
送することができる。また，学校教育
番組用の教材に著作物を掲載すること
ができる。ただし，いずれの場合にも
著作者への通知と著作権者への補償金
の支払いが必要となる。

試験問題として
の複製等
（第36条）

入学試験や採用試験などの問題として
著作物を複製できる。ただし，営利目
的の模擬試験などのための複製の場合
には，著作権者への補償金の支払いが
必要となる。

視覚障害者等の
ための複製等
（第37条）

点字によって複製することができる。
また，点字図書館や盲学校の図書室な
ど一定の施設では，もっぱら視覚障害
者向けに文字を音声化するなどの複製
ができる。

営利を目的とし
ない上演等
（第38条）

① 営利を目的とせず，観客から料金を
とらない場合は，公表された著作物を
上演・演奏・上映・口述することがで
きる。ただし，出演者などに報酬を支
払う場合は許諾が必要となる。
②営利を目的とせず，貸与を受けるも
のから料金をとらない場合は，CDなど
公表された著作物の複製物を貸与する
ことができる。ただし，ビデオなど映
画の著作物の貸与については，政令（施
行令 2条の 3）で定められた視聴覚ライ
ブラリー等に限られ，さらに，著作権
者に補償金の支払いが必要となる。

プログラムの著作
物の複製物の所有
者による複製等
（第47条の3）

プログラムの所有者は，みずから電子
計算機で実行するために必要と認めら
れる限度でプログラムを複製すること
ができる。

◆ 著作隣接権 ❸
　著作隣接権とは，著作物の公衆への伝達に重要な役割を
はたしている者（実演家，レコード製作者，放送事業者およ
び有線放送事業者）にあたえられる権利である。
　著作隣接権は，実演，レコードへの固定，放送または有
線放送を行った時点で発生する（無方式主義）。

❹ 引用における注意事項
（1）　他人の著作物を引用する必然性があること。
（2）　 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であ

ること（自分の著作物が主体）。
（3）　 かぎかっこをつけるなど，自分の著作物と引用部分とが

区別されていること。
（4）　出所の明示がなされていること。（第 48条）
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◆ 著作者の権利の発生および保護期間
　著作権の保護期間は，原則として著作者の生存期間およ
びその死後 70 年間である。しかし，以下のような例外が
ある。

種類 保護期間
無名・変名
（周知の変名は
除く）の著作物

公表後 70 年（死後 70 年経過が明らか
であれば，その時点まで）

映画の著作物 公表後 70 年（創作後 70 年以内に公表
されなかったときは，創作後 70年）

著作隣接権
実演，レコードの発行が行われたとき
から 70年，放送または有線放送が行わ
れたときから 50年

録音権・録画権
（91条） 自分の実演を録音・録画する権利

放送権・有線放
送権（92条） 自分の実演を放送・有線放送する権利

送信可能化権
（92条の2）

自分の実演を端末からのアクセスに応
じ自動的に公衆に送信しうる状態にお
く権利

譲渡権
（95条の2）

自分の実演の録音物または録画物を公
衆に譲渡する権利（いったん適法に譲渡
された実演の録音物または録画物のそ
の後の譲渡には，譲渡権が及ばない）

貸与権
（95条の3）

商業用レコード（市販用CD）を貸与する
権利（最初の販売後 1年のみ）

放送二次使用料
を受ける権利
（95条）

商業用レコードが放送・有線放送で使
用された場合の使用料を放送事業者・
有線放送事業者から受ける権利

貸レコードにつ
いて報酬を受け
る権利
（95条の3）

貸レコード業者から報酬を受ける権利
（貸与権消滅後 49年間）

◆ 実演家の著作隣接権の具体例

複製権（96条） レコードを複製する権利

送信可能化権
（96条の2）

レコードを端末からのアクセスに応じ
自動的に公衆に送信しうる状態におく
権利

譲渡権
（97条の2）

レコードの複製物を公衆に譲渡する権
利（いったん適法に譲渡されたレコード
の複製物のその後の譲渡には，譲渡権
が及ばない）

◆ レコード製作者の著作隣接権

貸与権，放送二次使用料を受ける権利，貸レコードについ
て報酬を受ける権利は，実演家の権利と同じ。

◆ 著作物が自由に使える場合
　次のような場合には，著作権が制限され，著作物を許諾
なしに利用することができる。しかしどの場合も，著作権
者の利益を不当に侵害しないよう注意する必要がある。

私的使用のため
の複製
（第30条）

家庭など限られた範囲内で使用する場
合には，著作物を複製することができ
る。なお，ディジタル方式の録音・録
画機器等を用いて著作物を複製する場
合には，著作権者に対し補償金の支払
いが必要となる。

図書館等におけ
る複製等
（第31条）

政令（施行令 1条の 3）で認められた図
書館に限り，一定の条件のもとに，利
用者に提供するための複製，保存のた
めの複製等を行うことができる。

引用（第32条）

公正な慣行に合致すること，引用の目
的上，正当な範囲内で行われることを
条件とし，自分の著作物に他人の著作
物を引用して利用することができる。❹

学校教育番組の
放送等
（第34条）

学校教育の目的上必要と認められる限
度で学校教育番組において著作物を放
送することができる。また，学校教育
番組用の教材に著作物を掲載すること
ができる。ただし，いずれの場合にも
著作者への通知と著作権者への補償金
の支払いが必要となる。

試験問題として
の複製等
（第36条）

入学試験や採用試験などの問題として
著作物を複製できる。ただし，営利目
的の模擬試験などのための複製の場合
には，著作権者への補償金の支払いが
必要となる。

視覚障害者等の
ための複製等
（第37条）

点字によって複製することができる。
また，点字図書館や盲学校の図書室な
ど一定の施設では，もっぱら視覚障害
者向けに文字を音声化するなどの複製
ができる。

営利を目的とし
ない上演等
（第38条）

① 営利を目的とせず，観客から料金を
とらない場合は，公表された著作物を
上演・演奏・上映・口述することがで
きる。ただし，出演者などに報酬を支
払う場合は許諾が必要となる。
②営利を目的とせず，貸与を受けるも
のから料金をとらない場合は，CDなど
公表された著作物の複製物を貸与する
ことができる。ただし，ビデオなど映
画の著作物の貸与については，政令（施
行令 2条の 3）で定められた視聴覚ライ
ブラリー等に限られ，さらに，著作権
者に補償金の支払いが必要となる。

プログラムの著作
物の複製物の所有
者による複製等
（第47条の3）

プログラムの所有者は，みずから電子
計算機で実行するために必要と認めら
れる限度でプログラムを複製すること
ができる。

◆ 著作隣接権 ❸
　著作隣接権とは，著作物の公衆への伝達に重要な役割を
はたしている者（実演家，レコード製作者，放送事業者およ
び有線放送事業者）にあたえられる権利である。
　著作隣接権は，実演，レコードへの固定，放送または有
線放送を行った時点で発生する（無方式主義）。

❹ 引用における注意事項
（1）　他人の著作物を引用する必然性があること。
（2）　 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であ

ること（自分の著作物が主体）。
（3）　 かぎかっこをつけるなど，自分の著作物と引用部分とが

区別されていること。
（4）　出所の明示がなされていること。（第 48条）

181
10110101
B5

5

10

※読みやすくするため，一部省略した部分がある。詳細な条文は
インターネットなどで確認するとよい。

情報社会に関連する法律

● 著作権法
第一条（目的）　この法律は，著作物並びに実演，レコー
ド，放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに
隣接する権利を定め，これらの文化的所産の公正な利
用に留意しつつ，著作者等の権利の保護を図り，もつ
て文化の発展に寄与することを目的とする。

第二条（定義）　この法律において，次の各号に掲げる用
語の意義は，当該各号に定めるところによる。 
一　著作物　思想又は感情を創作的に表現したもので
あつて，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属する
ものをいう。

二　著作者　著作物を創作する者をいう。
第十条（例示）　この法律にいう著作物を例示すると，お
おむね次のとおりである。
一　小説，脚本，論文，講演その他の言語の著作物
二　音楽の著作物
三　舞踊又は無言劇の著作物
四　絵画，版画，彫刻その他の美術の著作物
五　建築の著作物
六　地図又は学術的な性質を有する図面，図表，模型
その他の図形の著作物

七　映画の著作物
八　写真の著作物
九　プログラムの著作物

第三十条（私的複製）　著作権の目的となつている著作物
（以下この款において単に「著作物」という。）は，個人
的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内に
おいて使用すること（以下「私的使用」という。）を目的
とするときは，次に掲げる場合を除き，その使用する
者が複製することができる。
三　（違法ダウンロードの禁止）　著作権を侵害する自
動公衆送信（国外で行われる自動公衆送信であつて，
国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべ
きものを含む。）を受信して行うデジタル方式の録音
又は録画を，その事実を知りながら行う場合

第三十二条（引用）　公表された著作物は，引用して利用
することができる。この場合において，その引用は，
公正な慣行に合致するものであり，かつ，報道，批評，
研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる
ものでなければならない。

第五十一条（保護期間）　著作権の存続期間は，著作物の
創作の時に始まる。

２　著作権は，この節に別段の定めがある場合を除き，
著作者の死後（共同著作物にあつては，最終に死亡し
た著作者の死後。）七十年を経過するまでの間，存続す
る。

第五十四条（映画の保護期間）　映画の著作物の著作権は，
その著作物の公表後七十年（その著作物がその創作後

七十年以内に公表されなかつたときは，その創作後
七十年）を経過するまでの間，存続する。

第百十九条（著作権侵害の罰則）　著作権，出版権又は著
作隣接権を侵害した者は，十年以下の懲役若しくは
千万円以下の罰金に処し，又はこれを併科する。

第百十九条 3（違法ダウンロードの刑罰化）　第三十条第
一項に定める私的使用の目的をもつて，有償著作物等
（録音され，又は録画された著作物又は実演等であつ
て，有償で公衆に提供され，又は提示されているもの
をいう。）の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆
送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を，
自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接
権を侵害した者は，二年以下の懲役若しくは二百万円
以下の罰金に処し，又はこれを併科する。

● 不正アクセス禁止法
第一条（目的）　この法律は，不正アクセス行為を禁止す
るとともに，これについての罰則及びその再発防止の
ための都道府県公安委員会による援助措置等を定める
ことにより，電気通信回線を通じて行われる電子計算
機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現
される電気通信に関する秩序の維持を図り，もって高
度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的と
する。 

● プロバイダ責任制限法
第一条（趣旨）　この法律は，特定電気通信による情報の
流通によって権利の侵害があった場合について，特定
電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者
情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

第四条（開示請求等）　特定電気通信による情報の流通に
よって自己の権利を侵害されたとする者は，次の各号
のいずれにも該当するときに限り，当該特定電気通信
の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通
信役務提供者に対し，当該開示関係役務提供者が保有
する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求す
ることができる。 
一　侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者
の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 
二　当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害
賠償請求権の行使のために必要である場合その他発
信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

● 個人情報保護法
第一条（目的）　この法律は，高度情報通信社会の進展に
伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかん
がみ，個人情報の適正な取扱いに関し，基本理念及び
政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に
関する施策の基本となる事項を定め，国及び地方公共
団体の責務等を明らかにするとともに，個人情報を取
り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより，
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◆ 著作者の権利の発生および保護期間
　著作権の保護期間は，原則として著作者の生存期間およ
びその死後 50 年間である。しかし，以下のような例外が
ある。

種類 保護期間
無名・変名
（周知の変名は
除く）の著作物

公表後 50 年（死後 50 年経過が明らか
であれば，その時点まで）

映画の著作物 公表後 70 年（創作後 70 年以内に公表
されなかったときは，創作後 70 年）

著作隣接権 実演，レコードへの固定，放送または
有線放送が行われたときから 50 年

録音権・録画権
（91条） 自分の実演を録音・録画する権利

放送権・有線放
送権（92条） 自分の実演を放送・有線放送する権利

送信可能化権
（92条の2）

自分の実演を端末からのアクセスに応
じ自動的に公衆に送信しうる状態にお
く権利

譲渡権
（95条の2）

自分の実演の録音物または録画物を公
衆に譲渡する権利（いったん適法に譲渡
された実演の録音物または録画物のそ
の後の譲渡には，譲渡権が及ばない）

貸与権
（95条の3）

商業用レコード（市販用 CD）を貸与する
権利（最初の販売後 1 年のみ）

放送二次使用料
を受ける権利
（95条）

商業用レコードが放送・有線放送で使
用された場合の使用料を放送事業者・
有線放送事業者から受ける権利

貸レコードにつ
いて報酬を受け
る権利
（95条の3）

貸レコード業者から報酬を受ける権利
（貸与権消滅後 49 年間）

◆ 実演家の著作隣接権の具体例

複製権（96条） レコードを複製する権利

送信可能化権
（96条の2）

レコードを端末からのアクセスに応じ
自動的に公衆に送信しうる状態におく
権利

譲渡権
（97条の2）

レコードの複製物を公衆に譲渡する権
利（いったん適法に譲渡されたレコード
の複製物のその後の譲渡には，譲渡権
が及ばない）

◆ レコード製作者の著作隣接権

貸与権，放送二次使用料を受ける権利，貸レコードについ
て報酬を受ける権利は，実演家の権利と同じ。

◆ 著作物が自由に使える場合
　次のような場合には，著作権が制限され，著作物を許諾
なしに利用することができる。しかしどの場合も，著作権
者の利益を不当に侵害しないよう注意する必要がある。

私的使用のため
の複製
（第30条）

家庭など限られた範囲内で使用する場
合には，著作物を複製することができ
る。なお，ディジタル方式の録音・録
画機器等を用いて著作物を複製する場
合には，著作権者に対し補償金の支払
いが必要となる。

図書館等におけ
る複製等
（第31条）

政令（施行令 1 条の 3）で認められた図
書館に限り，一定の条件のもとに，利
用者に提供するための複製，保存のた
めの複製等を行うことができる。

引用（第32条）

公正な慣行に合致すること，引用の目
的上，正当な範囲内で行われることを
条件とし，自分の著作物に他人の著作
物を引用して利用することができる。❹

学校教育番組の
放送等
（第34条）

学校教育の目的上必要と認められる限
度で学校教育番組において著作物を放
送することができる。また，学校教育
番組用の教材に著作物を掲載すること
ができる。ただし，いずれの場合にも
著作者への通知と著作権者への補償金
の支払いが必要となる。

試験問題として
の複製等
（第36条）

入学試験や採用試験などの問題として
著作物を複製できる。ただし，営利目
的の模擬試験などのための複製の場合
には，著作権者への補償金の支払いが
必要となる。

視覚障害者等の
ための複製等
（第37条）

点字によって複製することができる。
また，点字図書館や盲学校の図書室な
ど一定の施設では，もっぱら視覚障害
者向けに文字を音声化するなどの複製
ができる。

営利を目的とし
ない上演等
（第38条）

① 営利を目的とせず，観客から料金を
とらない場合は，公表された著作物を
上演・演奏・上映・口述することがで
きる。ただし，出演者などに報酬を支
払う場合は許諾が必要となる。
②営利を目的とせず，貸与を受けるも
のから料金をとらない場合は，CD など
公表された著作物の複製物を貸与する
ことができる。ただし，ビデオなど映
画の著作物の貸与については，政令（施
行令 2 条の 3）で定められた視聴覚ライ
ブラリー等に限られ，さらに，著作権
者に補償金の支払いが必要となる。

プログラムの著作
物の複製物の所有
者による複製等
（第47条の3）

プログラムの所有者は，みずから電子
計算機で利用するために必要と認めら
れる限度でプログラムを複製，翻案す
ることができる。

◆ 著作隣接権 ❸
　著作隣接権とは，著作物の公衆への伝達に重要な役割を
はたしている者（実演家，レコード製作者，放送事業者およ
び有線放送事業者）にあたえられる権利である。
　著作隣接権は，実演，レコードへの固定，放送または有
線放送を行った時点で発生する（無方式主義）。

❹ 引用における注意事項
（1）　他人の著作物を引用する必然性があること。
（2）　 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であ

ること（自分の著作物が主体）。
（3）　 かぎかっこをつけるなど，自分の著作物と引用部分とが

区別されていること。
（4）　出所の明示がなされていること。（第 48 条）
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◆ 著作者の権利の発生および保護期間
　著作権の保護期間は，原則として著作者の生存期間およ
びその死後 70 年間である。しかし，以下のような例外が
ある。

種類 保護期間
無名・変名
（周知の変名は
除く）の著作物

公表後 70 年（死後 70 年経過が明らか
であれば，その時点まで）

映画の著作物 公表後 70 年（創作後 70 年以内に公表
されなかったときは，創作後 70年）

著作隣接権
実演，レコードの発行が行われたとき
から 70年，放送または有線放送が行わ
れたときから 50年

録音権・録画権
（91条） 自分の実演を録音・録画する権利

放送権・有線放
送権（92条） 自分の実演を放送・有線放送する権利

送信可能化権
（92条の2）

自分の実演を端末からのアクセスに応
じ自動的に公衆に送信しうる状態にお
く権利

譲渡権
（95条の2）

自分の実演の録音物または録画物を公
衆に譲渡する権利（いったん適法に譲渡
された実演の録音物または録画物のそ
の後の譲渡には，譲渡権が及ばない）

貸与権
（95条の3）

商業用レコード（市販用CD）を貸与する
権利（最初の販売後 1年のみ）

放送二次使用料
を受ける権利
（95条）

商業用レコードが放送・有線放送で使
用された場合の使用料を放送事業者・
有線放送事業者から受ける権利

貸レコードにつ
いて報酬を受け
る権利
（95条の3）

貸レコード業者から報酬を受ける権利
（貸与権消滅後 49年間）

◆ 実演家の著作隣接権の具体例

複製権（96条） レコードを複製する権利

送信可能化権
（96条の2）

レコードを端末からのアクセスに応じ
自動的に公衆に送信しうる状態におく
権利

譲渡権
（97条の2）

レコードの複製物を公衆に譲渡する権
利（いったん適法に譲渡されたレコード
の複製物のその後の譲渡には，譲渡権
が及ばない）

◆ レコード製作者の著作隣接権

貸与権，放送二次使用料を受ける権利，貸レコードについ
て報酬を受ける権利は，実演家の権利と同じ。

◆ 著作物が自由に使える場合
　次のような場合には，著作権が制限され，著作物を許諾
なしに利用することができる。しかしどの場合も，著作権
者の利益を不当に侵害しないよう注意する必要がある。

私的使用のため
の複製
（第30条）

家庭など限られた範囲内で使用する場
合には，著作物を複製することができ
る。なお，ディジタル方式の録音・録
画機器等を用いて著作物を複製する場
合には，著作権者に対し補償金の支払
いが必要となる。

図書館等におけ
る複製等
（第31条）

政令（施行令 1条の 3）で認められた図
書館に限り，一定の条件のもとに，利
用者に提供するための複製，保存のた
めの複製等を行うことができる。

引用（第32条）

公正な慣行に合致すること，引用の目
的上，正当な範囲内で行われることを
条件とし，自分の著作物に他人の著作
物を引用して利用することができる。❹

学校教育番組の
放送等
（第34条）

学校教育の目的上必要と認められる限
度で学校教育番組において著作物を放
送することができる。また，学校教育
番組用の教材に著作物を掲載すること
ができる。ただし，いずれの場合にも
著作者への通知と著作権者への補償金
の支払いが必要となる。

試験問題として
の複製等
（第36条）

入学試験や採用試験などの問題として
著作物を複製できる。ただし，営利目
的の模擬試験などのための複製の場合
には，著作権者への補償金の支払いが
必要となる。

視覚障害者等の
ための複製等
（第37条）

点字によって複製することができる。
また，点字図書館や盲学校の図書室な
ど一定の施設では，もっぱら視覚障害
者向けに文字を音声化するなどの複製
ができる。

営利を目的とし
ない上演等
（第38条）

① 営利を目的とせず，観客から料金を
とらない場合は，公表された著作物を
上演・演奏・上映・口述することがで
きる。ただし，出演者などに報酬を支
払う場合は許諾が必要となる。
②営利を目的とせず，貸与を受けるも
のから料金をとらない場合は，CDなど
公表された著作物の複製物を貸与する
ことができる。ただし，ビデオなど映
画の著作物の貸与については，政令（施
行令 2条の 3）で定められた視聴覚ライ
ブラリー等に限られ，さらに，著作権
者に補償金の支払いが必要となる。

プログラムの著作
物の複製物の所有
者による複製等
（第47条の3）

プログラムの所有者は，みずから電子
計算機で実行するために必要と認めら
れる限度でプログラムを複製すること
ができる。

◆ 著作隣接権 ❸
　著作隣接権とは，著作物の公衆への伝達に重要な役割を
はたしている者（実演家，レコード製作者，放送事業者およ
び有線放送事業者）にあたえられる権利である。
　著作隣接権は，実演，レコードへの固定，放送または有
線放送を行った時点で発生する（無方式主義）。

❹ 引用における注意事項
（1）　他人の著作物を引用する必然性があること。
（2）　 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であ

ること（自分の著作物が主体）。
（3）　 かぎかっこをつけるなど，自分の著作物と引用部分とが

区別されていること。
（4）　出所の明示がなされていること。（第 48条）

181
10110101
B5

5

10

c マルチメディアユーザインタフェース
　GUI は視認性が高く，直感的にもわかりやすいが，操作する
には画面を見なければならない。しかし，機器を使うのは，かな
らずしも画面を見ていられるときばかりではない。
　たとえばカーナビは，自動車を運転しながら使えるように案内
は音声で行われ，音声で操作できるものもある。また，携帯電話
の着信通知は画面や着信音だけでなく，バイブレータの振動に
よっても通知できるようになっている。
　このように，機器やサービスの使い勝手がよいかどうかは，利
用する状況によって異なる。
そのため，画面や音声など複
数のメディアを組みあわせて
応答や操作ができるよう工夫
されている。このようなしく
みをマルチメディアユーザイ
ンタフェースという。

d アクセシビリティ
　数字のたくさん並んだ表をプリンタで出力して資料をつくると
き，1枚の用紙に出力すれば表が一覧できて便利であるが，人に
よっては文字が小さすぎて見にくいこともある。つまり，この資
料の使いやすさ（ユーザビリティ）は，人によって異なる。
　目の不自由な人が，ソフトウェアの音声読みあげ機能を使って
ウェブページの文章を音声にして聞くとき，ウェブページ中に画
像化してデザイン処理された文字があると，音声で読みあげられ
ず，聞きとることができない。しかし，この画像にその内容を表す
代
だい
替
たい
テキストとよばれる文字

列が設定されていると，この
ウェブページは目の不自由な
人にとっても支障なく閲

えつ
覧
らん
で

きる，使いやすいものとなる。
　一般に，機器やサービスの
利用しやすさ（ユーザビリ
ティ）は人によって異なるが，
能力や条件によらない，幅広
い人々にとっての利用しやす
さをアクセシビリティという。

▶図 20

❷

multimedia user interface

accessibility

❸

◆図 20　カーナビの音声操作メニュー

◆図 21　アクセシビリティの例

http://www.XXX.XX/
○○市立○○高等学校ホームページ

○○市立○○高等学校
学校紹介はこちら

○○市立○○高等学校
〒000-0000
○○県○○市○○○○○○○

校歌
校歌を聴く

文字と背景の間に
十分な明度差（コン
トラスト）がある

○○市立○○高等学校

画像の意味を表す
代替テキストが用
意されている

http://www.XXX.XX/
○○市立○○高等学校ホームページ

○○市立○○高等学校

○○県○○市○○○○○○○

文字サイズをかえ
られるようになっ
ている

校歌を聴く

音声のある動画に
字幕がついている

❸アクセシビリティのために配
慮すべき条件などは日本工業規
格 JIS X8341「高齢者・障害者
等配慮設計指針−情報通信にお
ける機器，ソフトウェア及び
サービス−」として制定されて
いる。ウェブページに関するア
クセシビリティ（ウェブアクセ
シビリティ）はこの第 3 部（JIS 
X8341-3）に規定されている。

❷音声入力機能をもつスマート
フォンも普及している。

規 格 番 号 の「8341」は「や
さしい」からとったもので，
だれにとってもやさしく利
用しやすいという，アクセ
シビリティの考え方を反映
している。

JIS X8341
語源
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ネットいじめ……………………… 131
ネットオークション……………… 120
ネット詐欺………………………… 134
ネットショッピング………… 120,135
ネットワーク………………………… 56
ネットワークメディア…………… 9,20
インターネットを利用して情報を
発信するしくみ。

バイオメトリクス認証…………… 142
排他制御…………………………… 107
バイト………………………………… 28
byte　情報の量を表すための単位。
1バイトは 8ビットをひとまとま
りにしたもの。
関  ビット

ハイパーテキスト…………………… 70
ハイパーリンク……………………… 70
パケット……………………………… 63
コンピュータネットワークで使わ
れる，情報を細かく分割した単位
のこと。

パケット交換方式…………………… 62
データをパケットという小さな単
位に分割して送受信する通信方式。
通信中でも回線を占有することは
ない。
関  回線交換方式

パケット通信………………………… 65
箱ひげ図……………………………… 89
バス…………………………………… 27
パスワード………………………… 141
ユーザ IDの利用者が本人であるこ
とを確認するための短い文字列。
関  ユーザ ID，ユーザ認証

パーソナルコンピュータ…………… 24
パーソナルファイアウォール…… 143
パターンファイル………………… 149
さまざまなウイルスに関するデー
タ。ウイルス感染のチェック・防御・
駆除のために使用する。ウイルス
定義ファイルともいう。
関  アンチウイルスソフトウェア

　ね

  は

ハッカー…………………………… 150
もともとはコンピュータの高度な
技術をもつ人をさす。クラッカー
と同じ意味で使われることも多い。
関  クラッカー

バックアップ………………… 108,153
他の記録媒体にデータをコピーし，
保存しておくこと。
ハード………………………………… 24
ハードウェア………………………… 24
コンピュータの場合，コンピュー
タの機械そのもののこと。プログ
ラムの指示に従って任意の処理を
行う。
関  ソフトウェア

ハードディスク……………………… 25
円盤状の記憶媒体（ディスク）に磁
気で情報を読み書きする装置で，
補助記憶装置に広く利用されてい
る。
ハブ…………………………………… 56
パブリシティ権…………………… 160
著名人の名前や写真に経済的価値
を認め，使用を制限する権利。
ぱらぱら漫画………………………… 40
バリアフリー……………………… 124
高齢の人や身体の不自由な人のた
めに，移動や機器操作などの支障
をとり除く工夫。
関  ユニバーサルデザイン

パリティ検査………………………… 67
パリティビット（ビットの列に含ま
れる「1」が偶数個か奇数個かを示す
冗長なビット）を使って，誤りを検
出する方法。
関  冗長なビット

パリティビット……………………… 67
パルス符号変調方式………………… 34
ハンドルネーム……………………… 16
ネットワークで記事やコメントを
書くときに使う名前（ニックネー
ム）。
関  匿名性

販売時点情報管理システム……… 115
同  POS システム

非可逆圧縮…………………………… 42
データを展開したとき，完全には
もとにもどらない圧縮方法。
関  可逆圧縮

光ケーブル網………………………… 57
光の三原色……………………… 37,39
ピクセル……………………………… 36
ディジタル画像の色情報（色調や階
調）の最小単位（要素）。画素ともい
う。

　ひ
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c マルチメディアユーザインタフェース
　GUI は視認性が高く，直感的にもわかりやすいが，操作する
には画面を見なければならない。しかし，機器を使うのは，かな
らずしも画面を見ていられるときばかりではない。
　たとえばカーナビは，自動車を運転しながら使えるように案内
は音声で行われ，音声で操作できるものもある。また，携帯電話
の着信通知は画面や着信音だけでなく，バイブレータの振動に
よっても通知できるようになっている。
　このように，機器やサービスの使い勝手がよいかどうかは，利
用する状況によって異なる。
そのため，画面や音声など複
数のメディアを組みあわせて
応答や操作ができるよう工夫
されている。このようなしく
みをマルチメディアユーザイ
ンタフェースという。

d アクセシビリティ
　数字のたくさん並んだ表をプリンタで出力して資料をつくると
き，1枚の用紙に出力すれば表が一覧できて便利であるが，人に
よっては文字が小さすぎて見にくいこともある。つまり，この資
料の使いやすさ（ユーザビリティ）は，人によって異なる。
　目の不自由な人が，ソフトウェアの音声読みあげ機能を使って
ウェブページの文章を音声にして聞くとき，ウェブページ中に画
像化してデザイン処理された文字があると，音声で読みあげられ
ず，聞きとることができない。しかし，この画像にその内容を表す
代
だい
替
たい
テキストとよばれる文字

列が設定されていると，この
ウェブページは目の不自由な
人にとっても支障なく閲

えつ
覧
らん
で

きる，使いやすいものとなる。
　一般に，機器やサービスの
利用しやすさ（ユーザビリ
ティ）は人によって異なるが，
能力や条件によらない，幅広
い人々にとっての利用しやす
さをアクセシビリティという。

▶図 20

❷

multimedia user interface

accessibility

❸

◆図 20　カーナビの音声操作メニュー

◆図 21　アクセシビリティの例

http://www.XXX.XX/
○○市立○○高等学校ホームページ

○○市立○○高等学校
学校紹介はこちら

○○市立○○高等学校
〒000-0000
○○県○○市○○○○○○○

校歌
校歌を聴く

文字と背景の間に
十分な明度差（コン
トラスト）がある

○○市立○○高等学校

画像の意味を表す
代替テキストが用
意されている

http://www.XXX.XX/
○○市立○○高等学校ホームページ

○○市立○○高等学校

○○県○○市○○○○○○○

文字サイズをかえ
られるようになっ
ている

校歌を聴く

音声のある動画に
字幕がついている

❸アクセシビリティのために配
慮すべき条件などは日本産業規
格 JIS X8341「高齢者・障害者
等配慮設計指針－情報通信にお
ける機器，ソフトウェア及び
サービス－」として制定されて
いる。ウェブページに関するア
クセシビリティ（ウェブアクセ
シビリティ）はこの第 3部（JIS 
X8341-3）に規定されている。

❷音声入力機能をもつスマート
フォンも普及している。

規格番号の「8341」は「や
さしい」からとったもので，
だれにとってもやさしく利
用しやすいという，アクセ
シビリティの考え方を反映
している。

JIS X8341
語源
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10 進数 ……………………………… 29
10 進法 ……………………………… 29
16 進数 ……………………………… 30
16 進法 ……………………………… 30
2 進数 ………………………………… 29

2 つの数字（0 と 1）で表現した数。
2 進法 ………………………………… 29
2 の補数表現 ………………………… 31
3DCG ……………………………… 41

3 Dimensional Computer Graphics
平面上に立体を投影した画像を作
成する CG。
関  CG

3D プリンタ ………………………… 95
3 次元コンピュータグラフィックス　
　　…………………………………… 41
同  3DCG

A/D 変換 …………………………… 13
ARPANET …………………………… 53
ASCII ………………………………… 32
ASCII コード ………………………… 32

アルファベットや数字，記号など
を収録した最も基本的な文字コー
ド。
関  文字コード

AVI 形式 …………………………… 45
BBS ………………………………… 128
同  電子掲示板

BMP 形式 …………………………… 44
bps …………………………………… 61
CATV  ……………………………… 57
CG …………………………………… 41

Computer Graphics（コンピュー
タグラフィックス）　コンピュータ
を使って作成された画像。

CGM ………………………………… 20
同  ソーシャルメディア

CPU ………………………………… 24
Central Processing Unit　中央処
理装置ともいう。プログラムの指
示に従って，情報処理のための基
本的な操作を実行する。

CSV 形式 ………………………… 110
CUD ……………………………… 125
CUI …………………………………… 27

Character User Interface（キャラ
クタユーザインタフェース）　コン
ピュータの操作をすべて文字（キー

  数字

  アルファベット

ボード）で行うもの。
関  ユーザインタフェース，GUI

D/A 変換 …………………………… 13
DBMS …………………………… 106
DDoS 攻撃 ……………………… 152
同  DoS 攻撃

DNS ………………………………… 69
Domain Name System　 ド メ イ
ン名を IP アドレスに変換するシス
テム。
関  ドメイン名

DNS サーバ  ………………………… 69
Domain Name System server　
ドメイン名を IP アドレスに変換す
る処理を行うコンピュータ。

DoS 攻撃 ………………………… 152
Denial of Service attack　大量の
接続要求を送りつけて，サーバの
機能を妨害する行為。

dpi …………………………………… 37
dots per inch　プリンタの解像度
の単位。1 インチの間に印刷され
るドットの数。
関  解像度

DTM ………………………………… 35
DTP ………………………………… 54
e コマース ………………………… 120
E メール …………………………… 136
同  電子メール

ETC ……………………………… 119
EUC ………………………………… 33
fps …………………………………… 40

frames per second　 フ レ ー ム
レート（動画で 1 秒間に更新される
フレームの数）の単位。

FTTH ………………………………… 57
GIF 形式 ……………………………… 44
GPS………………………………… 115

Global Positioning System　全地
球測位システム。人工衛星を使っ
て地球上の位置を測定する装置。

GUI ………………………………27,122
Graphical User Interface　 文 字
や絵柄で情報を表示し，マウスや
タッチパネルなどで操作する方式。
関  ユーザインタフェース，CUI

HDD ………………………………… 25
関  ハードディスク

HTML ………………………………… 71
HyperText Markup Language　
ウェブページを記述するための言
語。文字やリンク，表，画像など
をタグという文字列を使って指定

する。
IC …………………………………… 25
ICANN ……………………………… 68
IC カード ………………… 118，142

Integrated Circuit card　IC チッ
プがうめこまれたカード。電子マ
ネーや身分証明書類などに利用さ
れている。

IMAP ………………………………… 72
IoT ………………………………… 116
IPv4 ………………………………… 68
IPv6 ………………………………… 68
IP アドレス ………………………… 68

Internet Protocol address　イン
ターネットに接続されているコン
ピュータ 1 台 1 台にわりあてられ
ている番号。

IP 電話 ……………………………… 62
ISP …………………………………… 56
ITS ………………………………… 119
JIS …………………………………… 32

Japanese Industrial Standards　
日本工業規格。日本の工業標準化
の促進を目的として定められる国
家規格。

JIS X8341 ……………………… 123
JIS コード …………………………… 33
JPEG 形式 …………………………… 44
KJ 法 ………………………………… 79
LAN ………………………………… 57

Local Area Network　同じ建物や
敷地内など，比較的小規模な範囲

（ローカルエリア）の中で構築され
るネットワーク。
関  WAN

MP3 形式 …………………………… 44
MP4 形式 …………………………… 45
MPEG 形式 ………………………… 45
OS …………………………………… 26

Operating System　コンピュータ
を動かすための基本的な機能をも
つソフトウェア。

PC …………………………………… 24
PCM 方式 …………………………… 34

Pulse Code Modulation 方式。サ
ンプリング・量子化・コード化の
手順で，音のアナログ信号をディ
ジタル化して記録する方法。パル
ス符号変調方式ともいう。

PDCA サイクル …………………… 76
Plan（計画），Do（実行），Check（評
価），Act（改善）の 4 段階をくりか
えし，業務などを改善していく手法。

　　索引・用語集 同  …… 同義語　関  …… 関連語

184
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索引・用語集

b ネットショッピングでの詐欺
　架空請求のほかにサイバー犯罪で多いものとして，ネット
ショッピングでの詐欺がある。
　インターネット上で，安全に売買するためには，ショッピング
サイトの信頼性を示すマークなどを調べて，信頼のできる業者か
どうかを見分けることが重要である。マークのない業者や個人と
の売買で，トラブルを回避するためには，信頼できる第三者が取
引を仲

ちゅう
介
かい
するエスクローサービスを利用するとよい。

表示されていた画像と商品や
状態が異なるものが届いた

お金を振りこんだのに商品が届かない

○月×日までに
お届けします。

受信メール

◆図 12　ネットショッピングでの詐欺の例

c フィッシング
　金融機関や有名な会社を装って，「セキュリティシステムの更
新」，「パスワード変更のお願い」などの件名のメールを送り，実
在のウェブサイトそっくりにつくられた偽のウェブサイトへと誘
導し，パスワードやクレジットカード番号などの情報を不正に入
手する詐欺をフィッシングという。
　金融機関に限らず，ユーザIDやパスワードの入力を求めるメー
ルがきた場合は，その真偽を確認することが重要である。

▶図 12

▶図 13

escrow service

❷

phishing ▶図 14

▶ p.141 ❸

❷エスクローサービスの事業者
は購入者から代金を預かる。購
入者に商品が届いたら，代金を
販売者に送金する。

◆図 13　信頼性を示す
マークの例
適正な取引を行っている事業者
に，公益社団法人日本通信販売
協会（JADMA，ジャドマ）が発行
しているマーク。

	 ネット詐欺の手口と対策
架空請求，ネットショッピングでの詐欺，フィッシングの手口を，インターネットで調べてみよう。
それらの被害にあわないためには，どのような点に気をつければよいかも調べ，対策をまとめてみよう。

実　習

名前［必須］
住所［必須］

 口座番号［必須］
 クレジット番号［必須］

数研 太郎

東京都千代田区

01-1234-5678

7654321234567

偽メール受信 偽のサイトに誘導W

○×銀行お客様登録画面 個人情報流出！

 差出人：○× 銀行
    件名：パスワード変更のお願い

いつも○× 銀行をご利用頂き、
誠にありがとうございます。
http://○×bank.co.jp
からパスワード変更をお願いします。

名前［必須］
住所［必須］

 口座番号［必須］
 クレジット番号［必須］

○○ 太郎

東京都千代田区○○　○-○-○

03-1234-5678

8765432123456789

偽メール受信 偽のサイトに誘導W

○×銀行お客様登録画面

東京都千代田区○○　○-○-○

個人情報流出！
個人情報流出！

◆図 14　フィッシングの例
フィッシングによる被害は，クレジットカードの情報を盗まれて買い物をされる，銀行口
座のユーザ ID やパスワードなどを盗まれて預金を引きだされる，盗まれた個人情報が売買
されるなど，さまざまなものがある。

❸銀行などの金融機関から，ク
レジットカード番号やパスワー
ドの入力を求めるメールがくる
ことはない。

フィッシングは，偽のメー
ルやサイトを使ってパス
ワードなどを取得すること
から， 「釣り（fi shing）」に由
来し，手口が洗練されてい
ることから， 「洗練された
(sophisticated)」の ph が使わ
れて「phishing」となった，
とする説がある。

フィッシング
語源
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b ネットショッピングでの詐欺
　架空請求のほかにサイバー犯罪で多いものとして，ネット
ショッピングでの詐欺がある。
　インターネット上で，安全に売買するためには，ショッピング
サイトの信頼性を示すマークなどを調べて，信頼のできる業者か
どうかを見分けることが重要である。マークのない業者や個人と
の売買で，トラブルを回避するためには，信頼できる第三者が取
引を仲

ちゅう
介
かい
するエスクローサービスを利用するとよい。

表示されていた画像と商品や
状態が異なるものが届いた

お金を振りこんだのに商品が届かない

○月×日までに
お届けします。

受信メール

◆図 12　ネットショッピングでの詐欺の例

c フィッシング
　金融機関や有名な会社を装って，「セキュリティシステムの更
新」，「パスワード変更のお願い」などの件名のメールを送り，実
在のウェブサイトそっくりにつくられた偽のウェブサイトへと誘
導し，パスワードやクレジットカード番号などの情報を不正に入
手する詐欺をフィッシングという。
　金融機関に限らず，ユーザIDやパスワードの入力を求めるメー
ルがきた場合は，その真偽を確認することが重要である。

▶図 12

▶図 13

escrow service

❷

phishing ▶図 14

▶ p.141 ❸

❷エスクローサービスの事業者
は購入者から代金を預かる。購
入者に商品が届いたら，代金を
販売者に送金する。

 ネット詐欺の手口と対策
架空請求，ネットショッピングでの詐欺，フィッシングの手口を，インターネットで調べてみよう。
それらの被害にあわないためには，どのような点に気をつければよいかも調べ，対策をまとめてみよう。

実　習

名前［必須］
住所［必須］

 口座番号［必須］
 クレジット番号［必須］

数研 太郎

東京都千代田区

01-1234-5678

7654321234567

偽メール受信 偽のサイトに誘導W

○×銀行お客様登録画面 個人情報流出！

 差出人：○× 銀行
    件名：パスワード変更のお願い

いつも○× 銀行をご利用頂き、
誠にありがとうございます。
http://○×bank.co.jp
からパスワード変更をお願いします。

名前［必須］
住所［必須］

 口座番号［必須］
 クレジット番号［必須］

○○ 太郎

東京都千代田区○○　○-○-○

03-1234-5678

8765432123456789

偽メール受信 偽のサイトに誘導W

○×銀行お客様登録画面

東京都千代田区○○　○-○-○

個人情報流出！
個人情報流出！

◆図 14　フィッシングの例
フィッシングによる被害は，クレジットカードの情報を盗まれて買い物をされる，銀行口
座のユーザ IDやパスワードなどを盗まれて預金を引きだされる，盗まれた個人情報が売買
されるなど，さまざまなものがある。

❸銀行などの金融機関から，ク
レジットカード番号やパスワー
ドの入力を求めるメールがくる
ことはない。

フィッシングは，偽のメー
ルやサイトを使ってパス
ワードなどを取得すること
から， 「釣り（fi shing）」に由
来し，手口が洗練されてい
ることから， 「洗練された
(sophisticated)」の phが使わ
れて「phishing」となった，
とする説がある。

フィッシング
語源

◆図 13　信頼性を示す
マークの例
公益社団法人日本通信販売協会
（JADMA，ジャドマ）の審査を通
り正会員となった事業者が，通
信販売の広告媒体に使用できる
マーク。
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　コンピュータのなかった時代には，さいころを振ったり，乱
らん
数
すう
表
ひょう

とよばれる 0 から 9 までの整数
を無秩序に並べた表を用いて，乱数をつくっていた。
　昔の暗号なども，乱数表を用いたもの
が存在した。たとえば，太平洋戦争で日
本海軍は，乱数表を使って暗号を作成し
ていた。また，日本のプロ野球も一時期，
グローブにつけた乱数表で投球サインを
暗号化していた。
　コンピュータでは計算によって乱数を
つくっている。そのため，どうしても計
算の方法による規則性ができてしまう。
しかし，その規則性が人間にはわかりに
くいものであれば，それを乱数として用
いることが可能である。こうしてつくら
れた乱数は擬

ぎ
似
じ
乱
らん
数
すう

とよばれる。

  乱数表と疑似乱数        コ ラム

d 乱数を使うシミュレーション
　ボールを投げたときのシミュレーションでは，偶然の要素はな
いが，偶然の要素が含まれる現象のシミュレーションの場合，偶
然性を実現するために乱

らん
数
すう
（不規則に並んだ数列）が使われる。乱

数はさいころを振ったり，シャッフルしたトランプをひくことで
つくることができる。
　乱数を用いるシミュレーションはモンテカルロ法

ほう
とよばれてい

る。トランプを使った以下の占いをもとに，モンテカルロ法につ
いて考えてみる。

手順 1　 スペードとハートの A（エース）の 2 枚のカードをよく切る。
手順 2　 2 枚のうち 1 枚をひき，ハートの A をひいたら 1 点，スペード

の A をひいたら 0 点とする。
手順 3　 3 回カードをひいた時点の点数で，以下のように占いを行う。
　0 点：「凶」，1 点：「小吉」，2 点：「中吉」，3 点：「大吉」
手順 4　 手順 1 〜３を 12 回ほど行った結果を他の人と比べてみる。

　この作業を実際に行うと，はじめのうちは人によって占いの結
果の割合（凶・小吉・中吉・大吉となる割合）はばらばらであるが，
回数を増やせば増やすほど，全員の占いの結果の割合はある一定
の値に近づいていく。この値は，それぞれの結果がでる確率を表
している。

❷

monte carlo method

❷数列の中のひとつひとつの数
も乱数という。

93 90 60 02 17 25 89 42 27 41 64 45 08 02 70 42 49 41 55 98

34 19 39 65 54 32 14 02 06 84 43 65 97 97 65 05 40 55 65 06

27 88 28 07 16 05 18 96 81 69 53 34 79 84 83 44 07 12 00 38

95 16 61 89 77 47 14 14 40 87 12 40 15 18 54 89 72 88 59 67

50 45 95 10 48 25 29 74 63 48 44 06 18 67 19 90 52 44 05 85

11 72 79 70 41 08 85 77 03 32 46 28 83 22 48 61 93 19 98 60

19 31 85 29 48 89 59 53 99 46 72 29 49 06 58 65 69 06 87 09

14 58 90 27 73 67 17 08 43 78 71 32 21 97 02 25 27 22 81 74

28 04 62 77 82 73 00 73 83 17 27 79 37 13 76 29 90 07 36 47

37 43 04 36 86 72 63 43 21 06 10 35 13 61 01 98 23 67 45 21

74 47 22 71 36 15 67 41 77 67 40 00 67 24 00 08 98 27 98 56

48 85 81 89 45 27 98 41 77 78 24 26 98 03 14 25 73 84 48 28

55 81 09 70 17 78 18 54 62 06 50 64 90 30 15 78 60 63 54 56

22 18 73 19 32 54 05 18 36 45 87 23 42 43 91 63 50 95 69 09

1

2

3

4

5
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7

8

9

10

11

12

13

14

乱数表（日本工業規格（JIS）Z9031: 2001 の付表より）

モンテカルロ法は，数学者
ジョン・フォン・ノイマン
が確立し，命名したとされ
ている。その由来はモナコ
公国にある国営カジノで有
名な「モンテカルロ」の地名
からといわれている。

モンテカルロ

モンテカルロ法
語源
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　昔の暗号なども，乱数表を用いたもの
が存在した。たとえば，太平洋戦争で日
本海軍は，乱数表を使って暗号を作成し
ていた。また，日本のプロ野球も一時期，
グローブにつけた乱数表で投球サインを
暗号化していた。
　コンピュータでは計算によって乱数を
つくっている。そのため，どうしても計
算の方法による規則性ができてしまう。
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d 乱数を使うシミュレーション
　ボールを投げたときのシミュレーションでは，偶然の要素はな
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　乱数を用いるシミュレーションはモンテカルロ法
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る。トランプを使った以下の占いをもとに，モンテカルロ法につ
いて考えてみる。

手順 1　 スペードとハートのA（エース）の 2枚のカードをよく切る。
手順 2　 2 枚のうち 1枚をひき，ハートのAをひいたら 1点，スペード

のAをひいたら 0点とする。
手順 3　 3 回カードをひいた時点の点数で，以下のように占いを行う。
　0点：「凶」，1点：「小吉」，2点：「中吉」，3点：「大吉」
手順 4　 手順 1～３を 12回ほど行った結果を他の人と比べてみる。

　この作業を実際に行うと，はじめのうちは人によって占いの結
果の割合（凶・小吉・中吉・大吉となる割合）はばらばらであるが，
回数を増やせば増やすほど，全員の占いの結果の割合はある一定
の値に近づいていく。この値は，それぞれの結果がでる確率を表
している。

❷

monte carlo method

❷数列の中のひとつひとつの数
も乱数という。

93 90 60 02 17 25 89 42 27 41 64 45 08 02 70 42 49 41 55 98

34 19 39 65 54 32 14 02 06 84 43 65 97 97 65 05 40 55 65 06
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乱数表（日本産業規格（JIS）Z9031: 2001 の付表より）

モンテカルロ法は，数学者
ジョン・フォン・ノイマン
が確立し，命名したとされ
ている。その由来はモナコ
公国にある国営カジノで有
名な「モンテカルロ」の地名
からといわれている。
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スーパーコンピュータ「京」
2012年に完成した世界トップクラスの性能をもつ日本のスーパーコンピュータ。
「京」は 1秒間に 1京（＝ 1016）回の計算が可能なことに由来する。
地球全体の大気の詳細なシミュレーションによる台風や集中豪雨などの発生メカニ
ズムの解明，多種多様な物質の性質を分子レベルでシミュレートして行う新薬や新
素材の創出，宇宙の構造形成過程の研究など，さまざまな分野で活用されている。

163
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A3

スーパーコンピュータ「京」
2012年に完成した世界トップクラスの性能をもつ日本のスーパーコンピュータ。
「京」は 1秒間に 1京（＝ 1016）回の計算が可能なことに由来する。
地球全体の大気の詳細なシミュレーションによる台風や集中豪雨などの発生メカニズムの
解明，多種多様な物質の性質を分子レベルでシミュレートして行う新薬や新素材の創出，
宇宙の構造形成過程の研究など，さまざまな分野で活用された（2019年 8月運用停止）。
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電子書籍……………………………… 54
電子マネー………………………… 118
電子メール………………………… 136
コンピュータネットワークで，メッ
セージを送受信するシステム。E
メール，メールともいう。
電子メールアドレス……………… 136
電子メールを送るとき使われる宛
先。
転置法……………………………… 144
添付ファイル……………………… 138
電話機………………………………… 51

動画…………………………………… 40
動画像………………………………… 40
動画投稿サイト…………………… 129
投稿サイト………………………… 129
同時実行の制御…………………… 107
同人マーク………………………… 157
盗用………………………………… 158
特定商取引法……………………… 183
特定電子メール法………………… 183
匿名性………………………………… 16
自分の本名を名乗らず，情報発信
できる性質。
関  ハンドルネーム

度数…………………………………… 84
度数分布表…………………………… 84
特許権……………………………… 154
産業財産権の 1つで，製品の発明
に対する権利。
トップページ………………………… 70
ドメイン名…………………………… 69
IP アドレスを文字列で表したもの。
関  DNS

トランザクション………………… 107
トランザクション管理…………… 107
トランザクションバックアップ… 108
トレードオフ………………………… 78
ある要素をよくすると，他の要素
が悪くなる状態。
トロイの木馬……………………… 148
ドローソフトウェア………………… 39
点や直線や曲線，太さ，色などを，
座標・向き・長さなどを表す数値
で表現する方式の CG のソフト
ウェア。
関  ペイントソフトウェア

なりすまし………………………16,146
二次情報……………………………… 6
他の人や情報源からの情報。他の

　と

  な
　に

人が選別・加工した情報。
関  一次情報

偽アプリ…………………………… 148
二分法探索…………………………… 92
日本産業規格………………………… 32
同  JIS

入出力装置…………………………… 24
入力装置……………………………… 24
認証機関…………………………… 146
認証サーバ………………………… 146

ネットいじめ……………………… 131
ネットオークション……………… 120
ネット詐欺………………………… 134
ネットショッピング………… 120,135
ネットワーク………………………… 56
ネットワークメディア…………… 9,20
インターネットを利用して情報を
発信するしくみ。

バイオメトリクス認証…………… 142
排他制御…………………………… 107
バイト………………………………… 28
byte　情報の量を表すための単位。
1バイトは 8ビットをひとまとま
りにしたもの。
関  ビット

ハイパーテキスト…………………… 70
ハイパーリンク……………………… 70
パケット……………………………… 63
コンピュータネットワークで使わ
れる，情報を細かく分割した単位
のこと。

パケット交換方式…………………… 62
データをパケットという小さな単
位に分割して送受信する通信方式。
通信中でも回線を占有することは
ない。
関  回線交換方式

パケット通信………………………… 65
箱ひげ図……………………………… 89
バス…………………………………… 27
パスワード………………………… 141
ユーザ IDの利用者が本人であるこ
とを確認するための短い文字列。
関  ユーザ ID，ユーザ認証

パーソナルコンピュータ…………… 24
パーソナルファイアウォール…… 143
パターンファイル………………… 149
さまざまなウイルスに関するデー
タ。ウイルス感染のチェック・防御・
駆除のために使用する。ウイルス
定義ファイルともいう。
関  アンチウイルスソフトウェア

　ね

  は

ハッカー…………………………… 150
もともとはコンピュータの高度な
技術をもつ人をさす。クラッカー
と同じ意味で使われることも多い。
関  クラッカー

バックアップ………………… 108,153
他の記録媒体にデータをコピーし，
保存しておくこと。

ハード………………………………… 24
ハードウェア………………………… 24
コンピュータの場合，コンピュー
タの機械そのもののこと。プログ
ラムの指示に従って任意の処理を
行う。
関  ソフトウェア

ハードディスク……………………… 25
円盤状の記憶媒体（ディスク）に磁
気で情報を読み書きする装置で，
補助記憶装置に広く利用されてい
る。

ハブ…………………………………… 56
パブリシティ権…………………… 160
著名人の名前や写真に経済的価値
を認め，使用を制限する権利。

ぱらぱら漫画………………………… 40
バリアフリー……………………… 124
高齢の人や身体の不自由な人のた
めに，移動や機器操作などの支障
をとり除く工夫。
関  ユニバーサルデザイン

パリティ検査………………………… 67
パリティビット（ビットの列に含ま
れる「1」が偶数個か奇数個かを示す
冗長なビット）を使って，誤りを検
出する方法。
関  冗長なビット

パリティビット……………………… 67
パルス符号変調方式………………… 34
ハンドルネーム……………………… 16
ネットワークで記事やコメントを
書くときに使う名前（ニックネー
ム）。
関  匿名性

販売時点情報管理システム……… 115
同  POS システム

非可逆圧縮…………………………… 42
データを展開したとき，完全には
もとにもどらない圧縮方法。
関  可逆圧縮

光ケーブル網………………………… 57
光の三原色……………………… 37,39
ピクセル……………………………… 36
ディジタル画像の色情報（色調や階
調）の最小単位（要素）。画素ともい
う。

　ひ
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10 進数 ……………………………… 29
10進法 ……………………………… 29
16進数 ……………………………… 30
16進法 ……………………………… 30
2進数 ………………………………… 29
2 つの数字（0と 1）で表現した数。

2 進法 ………………………………… 29
2の補数表現 ………………………… 31
3DCG ……………………………… 41
3 Dimensional Computer Graphics
平面上に立体を投影した画像を作
成するCG。
関  CG

3Dプリンタ ………………………… 95
3次元コンピュータグラフィックス　
　　…………………………………… 41
同  3DCG

A/D変換 …………………………… 13
ARPANET …………………………… 53
ASCII ………………………………… 32
ASCII コード ………………………… 32
アルファベットや数字，記号など
を収録した最も基本的な文字コー
ド。
関  文字コード

AVI 形式 …………………………… 45
BBS ………………………………… 128
同  電子掲示板

BMP形式 …………………………… 44
bps …………………………………… 61
CATV  ……………………………… 57
CG …………………………………… 41
Computer Graphics（コンピュー
タグラフィックス）　コンピュータ
を使って作成された画像。

CGM ………………………………… 20
同  ソーシャルメディア

CPU ………………………………… 24
Central Processing Unit　中央処
理装置ともいう。プログラムの指
示に従って，情報処理のための基
本的な操作を実行する。

CSV形式 ………………………… 110
CUD ……………………………… 125
CUI …………………………………… 27
Character User Interface（キャラ
クタユーザインタフェース）　コン
ピュータの操作をすべて文字（キー

  数字

  アルファベット

ボード）で行うもの。
関  ユーザインタフェース，GUI

D/A変換 …………………………… 13
DBMS …………………………… 106
DDoS 攻撃 ……………………… 152
同  DoS 攻撃

DNS ………………………………… 69
Domain Name System　ドメイ
ン名を IP アドレスに変換するシス
テム。
関  ドメイン名

DNSサーバ  ………………………… 69
Domain Name System server　
ドメイン名を IP アドレスに変換す
る処理を行うコンピュータ。
DoS 攻撃 ………………………… 152
Denial of Service attack　大量の
接続要求を送りつけて，サーバの
機能を妨害する行為。

dpi …………………………………… 37
dots per inch　プリンタの解像度
の単位。1 インチの間に印刷され
るドットの数。
関  解像度

DTM ………………………………… 35
DTP ………………………………… 54
eコマース ………………………… 120
E メール …………………………… 136
同  電子メール

ETC ……………………………… 119
EUC ………………………………… 33
fps …………………………………… 40
frames per second　 フ レ ー ム
レート（動画で 1秒間に更新される
フレームの数）の単位。
FTTH ………………………………… 57
GIF 形式 ……………………………… 44
GPS………………………………… 115
Global Positioning System　全地
球測位システム。人工衛星を使っ
て地球上の位置を測定する装置。

GUI ………………………………27,122
Graphical User Interface　 文字
や絵柄で情報を表示し，マウスや
タッチパネルなどで操作する方式。
関  ユーザインタフェース，CUI

HDD ………………………………… 25
関  ハードディスク

HTML ………………………………… 71
HyperText Markup Language　
ウェブページを記述するための言
語。文字やリンク，表，画像など
をタグという文字列を使って指定

する。
IC …………………………………… 25
ICANN ……………………………… 68
IC カード ………………… 118，142
Integrated Circuit card　IC チッ
プがうめこまれたカード。電子マ
ネーや身分証明書類などに利用さ
れている。

IMAP ………………………………… 72
IoT ………………………………… 116
IPv4 ………………………………… 68
IPv6 ………………………………… 68
IP アドレス ………………………… 68
Internet Protocol address　イン
ターネットに接続されているコン
ピュータ 1台 1台にわりあてられ
ている番号。

IP 電話 ……………………………… 62
ISP …………………………………… 56
ITS ………………………………… 119
JIS …………………………………… 32
Japanese Industrial Standards　
日本産業規格。日本の鉱工業品や
データ・サービスなどの標準化の促
進を目的として定められる国家規格。

JIS X8341 ……………………… 123
JIS コード …………………………… 33
JPEG形式 …………………………… 44
KJ 法 ………………………………… 79
LAN ………………………………… 57
Local Area Network　同じ建物や
敷地内など，比較的小規模な範囲
（ローカルエリア）の中で構築され
るネットワーク。
関  WAN

MP3形式 …………………………… 44
MP4形式 …………………………… 45
MPEG形式 ………………………… 45
OS …………………………………… 26
Operating System　コンピュータ
を動かすための基本的な機能をも
つソフトウェア。

PC …………………………………… 24
PCM方式 …………………………… 34
Pulse Code Modulation 方式。サ
ンプリング・量子化・コード化の
手順で，音のアナログ信号をディ
ジタル化して記録する方法。パル
ス符号変調方式ともいう。

PDCAサイクル …………………… 76
Plan（計画），Do（実行），Check（評
価），Act（改善）の 4段階をくりか
えし，業務などを改善していく手法。
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